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13 踏掛版
13
13 材料

 

13 3 作業土工（床掘り・埋戻し）

13 4 踏掛版工
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受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建設事務次官通達 平成５年１月12日）」を遵

守して災害の防止を図らなければならない。 

受注者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、平成29年３月31日 　）

建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工
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監督員が、労働安全衛生法（平成27年５月改正 法律第17号）第30条第１項に規定する措置を講

受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法（平成27年５月改

正 法律第17号）等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。 

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作

13．現場環境改善（イメージアップ） 
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殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成27年6月改正法律第50号）」に基づく技術基準に適

合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省

経機発第249号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（最終改正平成24年3月

23日付国土交通省告示第318号）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（最終改訂

平成23年7月13日付国総環リ第1号）」に基づき指定された排出ガス対策型建機械（以下「排出ガ

ス対策型建設機械等」という。）を使用しなければならない。
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受注者は、トンネル坑内作業にあたり表１－５に示すトンネル工事用建設機械を使用する場合

は、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関

する法律施行規則」 28 11 11 ה ה 2 16条第1項第

2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策

型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」もしくは「第3次排出ガス対

策型建設機械指定要領 23 7 13 ꜞ 1 に基づき指定されたトン

ネル工事用排出ガス対策型建設機械（以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」とい

う。）を使用しなければならない。 

機  種 備  考

一般工事用建設機械

・バックホウ

・トラクタショベル（車輪式）・ブルドーザ

・発動発電機（可搬式）・空気圧縮機（可搬式）

・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベ

ースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動

の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイ

ブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・

引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバ

ースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連

続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ

・ホイールクレーン

ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5kW
以上 260kW 以下）を搭載した建設機械に限る。 
ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス

基準が定められている自動車で、有効な自動車

検査証の交付を受けているものは除く。
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機 種 備 考 

トンネル工事用建設機械 
・バックホウ 
・トラクタショベル 
・大型ブレーカ 
・コンクリート吹付機 
・ドリルジャンボ 
・ダンプトラック 
・トラックミキサ 

ディーゼルエンジン（エンジン出力30kw～260kw）
を搭載した建設機械に限る。 
ただし、道路運送車輌の保安基準に排出ガス基準
が定められている大型特殊自動車及び小型特殊
自動車以外の自動車の種別で、有効な自動車検査
証の交付を受けているものは除く。 
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　受注者は、資材（材料及び機材を含む）、工法、建設機械または目的物の使用にあたって
は、環境物品等（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成27年9月改正 法律
第66号。「グリーン購入法」という。）第2条に規定する環境物品等をいう。）の使用を積極的
に推進するものとする。

（１）グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定
　　める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するも
　　のとする。なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影
　　響により、これにより難い場合は、監督員と協議する。
　　　また、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方
　　法は、設計図書及び監督員の指示による。

（２）グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配
　　慮事項に留意すること。



 

令（平成28年7月15日改正　内閣府・国土交通省令第2号）、道路工事現場における標示施設等の

設置基準（建設省道路局長通知、昭和37年８月30日）、道路工事現場における標示施設等の設置

基準の一部改正について（局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号）、道路工

事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国

道・防災課長通知平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号）及び道路工事保安施設設置

基準（案）（建設省道路局国道第一課通知昭和47年２月）に基づき、安全対策を講じなければな

らない。 
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受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（平成26年５月28日改正政令第187

号）第３条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の２に基づ

く通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令（平成28年7月
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15日改正　政令第258号）第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬すると

きは、道路交通法（平成27年9月改正 法律第76号 ）第  57条に基づく許可を得ていることを確認

しなければならない。 



一覧  
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発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（平成28年5月27日改正 法律第51号第2条

第1項第1号）に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属する

ものとする。 



（平成28年11月改正　政令第343号）  
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日本道路協会  道路橋示方書（Ⅰ共通編Ⅱ鋼橋編）・同解説   （平成24年３月） 

  道路橋示方書（Ⅰ共通編Ⅳ下部構造編）・同解説  （平成24年３月） 日本道路協会

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 

日本道路協会  鋼道路橋防食便覧  

日本道路協会  舗装調査・試験法便覧 

日本道路協会  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事共通仕様書解説   

日本道路協会  転圧コンクリート舗装技術指針（案） 

薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 建設省 

建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について  

（平成27年３月）

（平成26年３月）

（平成19年６月）

（平成４年12月）

（平成２年11月）

（昭和49年７月）

（平成２年９月） 

日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針  

国土交通省    仮締切堤設置基準（案）  

環境省 水質汚濁に係わる環境基準について  

日本道路協会

日本道路協会

  防護柵の設置基準・同解説  

  杭基礎施工便覧 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針 

（平成元年６月）

（平成26年12月一部改正）

（平成28年３月）

（平成28年12月）

（平成27年３月）

（平成25年10月） 

地盤工学会   グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説  

日本道路協会 

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

日本道路協会

道路土工－軟弱地盤対策工指針   

  道路土工要綱  

  道路土工－盛土工指針  

  道路土工－切土工・斜面安定工指針  

  道路土工－擁壁工指針  

  道路土工－カルバート工指針  

  道路土工－仮設構造物工指針  

  斜面上の深礎基礎設計施工便覧   

  舗装再生便覧  

  舗装施工便覧  

  鋼管矢板基礎設計施工便覧  

 （平成24年５月） 

（平成24年８月） 

 （平成21年６月） 

 （平成22年４月） 

 （平成21年６月） 

 （平成24年７月） 

 （平成22年３月） 

 （平成11年３月） 

  （平成24年4月） 

（平成22年11月） 

 （平成18年２月） 

 （平成９年12月） 
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建設省  トンネル工事における可燃性ガス対策について  （昭和53年７月） 

建設労働災害防止協会  ずい道工事等における換気技術指針（換気技術の設計及び 

粉じん等の測定）   （平成24年３月） 

建設省  道路付属物の基礎について  （昭和50年７月） 

日本道路協会  道路標識設置基準・同解説           （昭和62年１月） 

日本道路協会  視線誘導標設置基準・同解説           （昭和59年10月） 

建設省

建設省

  土木構造物設計マニュアル（案）[土工構造物・橋梁編]  （平成11年11月） 

  土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

[ボックスカルバート・擁壁編]  （平成11年11月） 

厚生労働省    ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 

国土交通省  

国土交通省  

（平成23年３月） 

土木構造物設計マニュアル（案）[樋門編]      （平成13年12月） 

土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

（樋門編）（平成13年12月） 

建設省    車両用防護柵標準仕様について 

日本道路協会 車両用防護柵標準仕様・同解説 

  （平成11年２月） 

  （平成16年３月） 

土地改良事業計画設計基準（関係各編） 農林水産省  

農林水産省  

農林水産省  

農林水産省  

林野庁  

土地改良事業標準設計（関係各編） 

土地改良事業計画指針（関係各編） 

土地改良事業設計指針（関係各編） 

  林道技術基準   （平成23年４月） 

治山治水協会 治山技術基準解説（関係各編） 

騒音障害防止のためのガイドライン 労働省 

厚生労働省  

土木学会  

手すり先行工法等に関するガイドライン 

 コンクリート標準示方書（規準編）  

（平成４年10月）

（平成21年４月）

（平成25年11月） 

道路土工構造物技術基準 国土交通省  （平成27年３月） 
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ただし、ｘ、ｙはJIS Z 8781-3（測色－第三部：CIE三刺激値）の色度座標である。 

で防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性は、前述以上とするものとする。 

３）受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20μm以上の塗装厚で仕

上げ塗装しなければならない。 
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するとともに所定の張力（Ａ種は20kN/本、Ｂ種及びＣ種は9.8kN/本）を与えなければならない。 

７．現地調査 
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品質項目 単位 品質規格 試験温度 養生条件 

未
硬
化
の
接
着
剤

外観 － 
有害と認められる異物の 
混入がなく、材料分離が 
生じていないこと 

春秋用 

23±2℃ 

夏用 

30±2℃ 

冬用 

10±2℃ 

－ 粘度 mPa･s 1×104～10×104 

可使時間 時間 ２以上 

だれ最小厚さ ㎜ 0.3以上 

硬
化
し
た
接
着
剤

密度 ｇ／cm3 1.1～1.7 

23±2℃ 

23± 

2℃ 

７日間 

引張強さ Ｎ／㎜2 12.5以上 

圧縮強さ Ｎ／㎜2 50.0以上 

引張せん断 
接着強さ 

Ｎ／㎜2 12.5以上 

接着強さ Ｎ／㎜2  6.0以上 
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（６）ボルトの締付け機、測定器具などの検定は、下記に示す時期に行いその精度を確認しな
　　ければならない。
　　・軸力計は現場搬入直前に1回、その後は3ヶ月に1回検定を行う。
　　・トルクレンチは現場搬入時に1回、搬入後は1ヶ月に1回検定を行う。
　　・ボルト締付け機は現場搬入前に1回点検し、搬入後は3ヶ月に1回検定を行う。ただし、ト
　　　ルシア形高力ボルト専用締付け機は検定の必要はなく、整備点検を行えばよい。
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板厚8㎜、字厚5㎜、計13㎜ 

 

2012
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板厚8㎜、字厚5㎜、計13㎜  

2012



 
 

 
降 降  
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① 塗膜厚測定値（５回平均）の平均値は、目標塗膜厚合計値の90％以上とするものとする。

② 塗膜厚測定値（５回平均）の最小値は、目標塗膜厚合計値の70％以上とするものとする。

③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20％を越えないも

のとする。ただし、標準偏差が20％を超えた場合、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値よ
り大きい場合は合格とする。 

④ 平均値、最小値、標準偏差のうち１つでも不合格の場合はさらに同数の測定を行い、当初

の測定値と合わせて計算した結果が管理基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は、
最上層の塗料を増し塗りして、再検査しなければならない。

（７）受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗料の品

　　質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督員に提示しなければならない。

　　　また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表（製造年月日、ロット番

　　号、色採、数量を明記）を確認し、記録、保管し、監督員または検査員の請求があった場合

　　は速やかに提示しなければならない。
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杭の掘削・沈設速度は杭径や土質条件によって

異なるが、試験杭により確認した現場に適した速度で行う。

　なお、施工管理装置は、中掘り掘削・沈設及びセメントミルク噴出撹拌方式の根固部の築造

時、コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管理項目について常時表示・記録できるもの

を選定する。
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また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験

杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
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受注者は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）7施

工7.4くい施工で、7.4.2埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出撹拌

方式または、コンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に達し

た時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請求が

あった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。セ

メントミルクの噴出撹拌方式の場合は、受注者は、過度の掘削や長時間の撹拌などによって杭

先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。 



受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはならない。
　　風は、セルフシールドアーク溶接の場合には10m/sec以内、ガスシールドアーク溶接の場合
　　には2m/sec以内とする。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に
　　関して監督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が５℃以下の時は溶接を　
　　行ってはならない。ただし、気温が－10～＋５℃の場合で、溶接部から100㎜以内の部分が
　　すべて＋36℃以上に予熱した場合は施工できる。 
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い。

深さ方向3m間隔程度で取付けなければならない。特に杭頭部は、
位置がずれやすいことから鉄筋かご円周長に対し500～700mmの間隔で設置するものとする。  
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また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験

杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
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受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプランジャー

方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難い場

合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

また、受注者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンク

リート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリートの上面から打込み開始時を除き、２ｍ

以上入れておかなければならない。 

受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わなければなら

ない。また、受注者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリートを打込み、レイタン

ス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使

用しない場合で50㎝以上、孔内水を使用する場合で80cm以上高く打込み、硬化後、設計図書に示

す高さまで取り壊さなければならない。オールケーシング工法による場所打杭の施工にあたって

は、鉄筋天端高さまでコンクリートを打ち込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊すも

のとする。

受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあたり、鉄筋

かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケーシングチューブ下

端をコンクリートの上面から２ｍ以上コンクリート内に挿入しておかなければならない。 

20.鉄筋かご建込み時の孔壁崩壊防止

受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリ

ングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり、孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせ

てはならない。
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側壁や下床版等のコンクリートの打継部では必要に応じて増張り

を施すものとする。
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ただし、コンピュータによる原寸システム等を使用する場合で、原寸図を用いずに図面の不
　備や製作上の問題点を確認できる場合は、原寸図の作成を省略するものとする。
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③原寸図を作成する場合、受注者は、JIS B 7512 （鋼製巻尺）の１級に合格した鋼製巻尺を

使用しなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を

得なければならない。
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　　　なお、桁に鋼製巻尺を添わせる場合には、桁と同温度とみなせるため温度補正の必要はない。 



mm  
mm

 て  

 

なお、鋼材のPCM値を低減すれば予熱温度を低減できる。この場合の予熱温度は表3-60-1
とする。
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表3-60-1 予熱温度の標準を適用する場合のPCMの条件 
（％） 

鋼  種 

SM400 SMA400W 
SM490 

SM490Y 

SM520 

SM570 

SMA490W 

SMA570W 鋼材の 

板厚(mm) 

25以下 0.24以下 0.24以下 0.26以下 0.26以下 0.26以下 

25を超え 50以下 0.24以下 0.24以下 0.26以下 0.27以下 0.27以下 

50を超え 100以下 0.24以下 0.24以下 0.27以下 0.29以下 0.29以下 
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注）検査手法の特性の相違により、検査長さの単位は放射線透過試験の30cmに対して、

超音波探傷試験では１継手の全線としている。 



エアアークガウジング  
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外部きずの検査について、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験
の種類に応じたJIS Z 2305（非破壊試験－技術者の資格及び認証）に規定するレベル2以上
の資格を有していなければならない。なお、極間法を適用する場合には、磁粉探傷試験の
資格のうち、極間法に限定された磁粉探傷試験のレベル2以上の資格を有するものとする。
内部きずの検査について、放射線透過試験または超音波探傷試験を行う者は、それぞれの
試験の種類に応じてJIS Z 2305（非破壊試験技術者の資格及び認証）に基づく次の1)～3)
に示す資格を有していなければならない。

⑥
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（14）仮組立て 

①受注者が、仮組立てを行う場合は、実際に部材を組み立てて行うこと（以下「実仮組立」

という。）を基本とする。

ただし、シミュレーション仮組立などの他の方法によって実仮組立てと同等の精度の

検査が行える場合は、監督員の承諾を得て実施できる。 

②受注者は、実仮組立てを行う場合、各部材が無応力状態になるような支持を設けなければ

ならない。ただし、架設条件によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。

③受注者は、実仮組立てにおける主要部分の現場添接部または連結部を、ボルト及びドリフ

トピンを使用し、堅固に締付けなければならない。

④受注者は、母材間の食い違いにより締付け後も母材と連結板に隙間が生じた場合、設計図

書に関して監督員の承諾を得た上で補修しなければならない。

⑤受注者は、設計図書に示された方法により仮組立て検査を実施しなければならない。

１）直接仮組立て検査を実施する場合

受注者は、仮組立て方法、計測方法等について施工計画書に記載し、監督員に提出す

るものとする。 

なお、直接仮組立てに替えて直接仮組立と同等の精度の検査が行えるシミュレーショ

ン仮組立て検査で実施する場合は、監督員と協議するものとする。 

２）仮組立て検査を簡略化（省略）する場合 

受注者は、仮組立て検査を簡略化（省略）する場合の方法について、施工計画書に記

載し監督員に提出するものとする。 

なお、仮組立て検査を実施しない場合は、土木工事施工管理基準（案）の出来形管理

基準及び規格値第３編２章第１２節３－２桁製作工及び第３編第２章第１３節１条橋梁

仮設工により管理するものとする。 

３）段階確認 

（１）直接仮組立て検査を実施する場合は、仮組立て完了時に建設工事施工管理基準

（案）に基づき部材精度及び仮組立て精度の中間検査又は段階確認を受けなければ

ならない。 

また、シミュレーション仮組立て検査を行う場合は、部材精度の段階確認を受け

るものとするが、仮組立て精度の確認については資料の提出に代えることができる

ものとする。 
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①

②

受注者は、支圧接合を行う材片を組合わせた場合、孔のずれは0.5㎜以下にしなければなら

ない。

受注者は、ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの停止率を、表３－67の

とおりにしなければならない。
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（13）受注者は、床版コンクリート打設においては主桁のそり、打設後においては床版の基準

    高を測定し、その記録を整備及び保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速や 

　　かに提示しなければならない。
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道路土工要綱  日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

日本道路協会 

道路土工－軟弱地盤対策工指針   

道路土工－盛土工指針  

道路土工－切土工・斜面安定工指針  

  （平成24年８月） 

  （平成24年８月） 

（平成22年４月） 

（平成21年６月） 

土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル  

国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 

建設省     堤防余盛基準について  

（平成25年12月） 

（平成14年５月） 

（昭和44年１月） 

土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル 

（平成25年12月） 

土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法 設計・施工マニュアル 

（平成26年８月） 

土木研究センター 補強土（テールアルメ）壁工法 設計・施工マニュアル 

（平成26年８月） 

国土技術研究センター 河川土工マニュアル    （平成21年４月） 

建設汚泥処理土利用技術基準  

発生土利用基準  

  （平成18年６月） 

（平成18年８月） 

国土交通省 

国土交通省 

農林水産省 土地改良事業計画設計基準（関係各編） 

土地改良事業標準設計（関係各編） 

土地改良事業計画指針（関係各編） 

土地改良事業設計指針（関係各編） 

林野庁    林道技術基準 

治山治水協会 治山技術基準解説（関係各編） 

国土交通省　　道路土工構造物技術基準   （平成27年３月） 

国土技術研究センター 河川土工マニュアル  



破砕
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７.狭隘箇所等の締固め

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土工について、タンパ・振動ローラ等の小型締

固め機械により、仕上がり厚を20cm以下で入念に締固めなければならない。 

また、樋管等の構造物がある場合には、過重な偏土圧のかからないように盛土し、締固めなけ

ればならない。 
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10.狭隘箇所等の締固め

受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工については、タンパ、振動ロー

ラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20cm以下で入念に締固めなければならない。 

なお、現場発生土等を用いる場合は、その中で良質な材料を用いて施工しなければならない。 



、仕上がり厚を20cm以下で入念に  
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機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン（案） 

（平成28年7月） 
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JIS K 6252-1
JIS K 6252-2

JIS K 6252-1
JIS K 6252-2
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国土交通省  仮締切堤設置基準（案）    　　（平成26年12月一部改正） 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）

（平成28年10月）

日本道路協会 道路橋示方書（Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート橋編）・同解説 

日本道路協会　道路橋示方書（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編）・同解説  （平成24年３月） 
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国土開発技術研究センター ゴム引布製起伏堰技術基準（案）  （平成12年10月） 

  （平成26年12月一部改正） 国土交通省  仮締切堤設置基準（案）   

日本道路協会 道路橋示方書（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編）・同解説    （平成24年３月） 

日本道路協会 道路橋示方書（Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート橋編）・同解説 

（平成24年３月） 

日本道路協会 道路橋示方書（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編）・同解説

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 

日本道路協会 道路橋支承便覧  

土木学会   プレストレストコンクリート工法設計施工指針  

（平成24年３月）

（平成27年３月）

（平成16年４月） 

（平成３年３月） 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）

（平成28年10月）
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受注者は、可動堰本体工の施工にあたっては、ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準

（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）（平成28年10月）及び、国土交通省 ダム・堰施

設技術基準（案）（平成28年3月）第7章施工の規定による。これにより難い場合は、監督員の

承諾を得なければならない。 
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受注者は、固定堰本体工の施工にあたっては、ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準

（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）（平成28年10月）及び、国土交通省 ダム・堰施

設技術基準（案）（平成28年3月）第7章施工の規定による。これにより難い場合は、監督員の

承諾を得なければならない。 
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受注者は、魚道工の施工にあたっては、ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）

（基準解説編・設備計画マニュアル編）（平成28年10月）及び、国土交通省 ダム・堰施設技術

基準（案）（平成28年3月）第7章施工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を

得なければならない。 
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国土交通省  仮締切堤設置基準（案）   　（平成26年12月一部改正） 

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準（案）同解説    （平成27年２月） 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）

　（平成28年10月）
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 （平成26年３月） 

  （昭和53年７月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧  

日本道路協会 道路維持修繕要綱  

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準（案）同解説    （平成27年２月） 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編）

　（平成28年10月）
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砂防・地すべり技術センター　砂防ソイルセメント施工便覧        （平成28年版）
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受注者は、法面の施工にあたって、「道路土工―切土工・斜面安定工指針 ３設計と施工」

（日本道路協会、平成21年６月）、「のり枠工の設計・施工指針第８章吹付枠工、第９章プレ

キャスト枠工、第10章現場打ちコンクリート枠工、第11章中詰工」（全国特定法面保護協会、

平成25年10月）、「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説第７章施工」（地盤工学会、

平成24年５月）の規定による。これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監

督員の承諾を得なければならない。 
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道路土工構造物技術基準 国土交通省 （平成27年３月） 
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受注者は、アンカーフレームの架設については、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編第3章架

設」（日本道路協会、平成27年3月）による。コンクリートの打込みによって移動することがな

いように据付け方法を定め、施工計画書に記載しなければならない。
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受注者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋編）18章施工」

（日本道路協会、平成24年3月）、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編第3章架設」（日本道路協

会、平成27年3月）の規定による。これ以外による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得

なければならない。
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受注者は、自然条件の変化等により、支保工に異常が生じた場合は、工事を中止し、監督員

と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置をとった後、直ちにその

措置内容を監督員に連絡しなければならない。 
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受注者は、ロックボルトの定着後、ベアリングプレートが掘削面や吹付けコンクリート面

に密着するように、スパナやパイプレンチを用いてナットで緊結しなければならない。 

プレストレスを導入する場合には、設計図書に示す軸力が導入できるように施工するものとす

る。 
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２.コンクリートの打込み

受注者は、コンクリートの打込みにあたり、コンクリートが分離を起こさないように施工する

ものとし、左右対称に水平に打設し、型枠に偏圧を与えないようにしなければならない。 

３.コンクリートの締固め

受注者は、コンクリートの締固めにあたっては、棒状バイブレータを用い、打込み後速やかに

締め固めなければならない。ただし、棒状バイブレータの使用が困難で、かつ型枠に近い場所

には型枠バイブレータを使用して確実に締め固めなければならない。なお、流動性を向上させ

た中流動コンクリート等を使用した場合は、材料分離を防止するために内部振動機ではなく型

枠バイブレーターを使用するものとする。
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５.つま型枠の施工

受注者は、つま型枠の施工にあたり、コンクリートの圧力に耐えられる構造とし、モルタル

漏れのないように取り付けなければならない。つま型枠は、防水シートを破損しないように施

工しなければならない。また、溝型枠を設置する場合は、その構造を十分に検討し不具合のな

いように施工しなければならない。
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日本道路協会 道路維持修繕要綱  

日本道路協会 舗装再生便覧 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 

日本道路協会 道路橋補修便覧  

日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧（本体工編） 

日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説 

（昭和53年７月）

（平成22年11月）

（平成19年６月）

（昭和54年２月）

（平成27年６月）

（平成28年３月） 



��

��� ��� ���	 ��
�

���

��

１

 



��

��� ��� ���	 ��
�

���

��

２

 



��

��� ��� ���	 ��
�

���

��

受注者は、裏込め注入の施工にあたって、縦断方向の施工順序としては埋設注入管のうち標

高の低い側より、遂次高い方へ片押しで作業しなければならない。ただし、覆工コンクリート

の巻厚が薄く、注入材の偏りによって覆工コンクリートが変形し、新たなひび割れが発生す

るおそれのある場合には、左右交互にバランスのとれた注入順序とする。また、トンネル横

断面内の施工順序としては、下部から上部へ作業を進めるものとする。

なお、下方の注入管より注入するに際して、上部の注入孔の栓をあけて空気を排出するものと

する。 



 
以下

         以上
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日本公園緑地協会　都市公園技術標準解説書（平成28年度版）　　   （平成28年６月） 

日本緑化センター　公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案) の解説　（平成21年２月） 

建設省　　　   都市緑化における下水汚泥の施用指針      （平成７年９月） 

日本道路協会　　　道路緑化技術基準・同解説          　（平成28年３月） 
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（2012） 

（2016） 

（2009） 

（2004） 

（2015） 
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（１）土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」  農林水産省農村振興局 

（２）コンクリート標準示方書  （公社）土木学会 

 （水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料） 

（水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装） 

 （水道用ダクタイル鋳鉄管） 

（３）JWWA K 139

（４）JWWA G 112

（５）JWWA G 113

（６）JWWA G 114 （水道用ダクタイル鋳鉄異形管） 

  （水道用塗覆装鋼管ジョイントコ－ト） 

（水管橋外面塗装基準） 

（水道用塗覆装鋼管現場施工基準） 

（７）WSP 012  

（８）WSP 009  

（９）WSP 002 

（10）WSP 004  （水道用塗覆装鋼管梱包基準） 

（農業用プラスチック被覆鋼管） 

（農業用プラスチック被覆鋼管テ－パ付き直管の製作・施工指針） 

（鋼製異形管）フィラメントワインディング成形管用 

 （ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装） 

（11）WSP A-101   

（12）WSP A-102  

（13）FRPM-G-112    

（14）JDPA Z 2010

（15）JDPA W 04  （Ｔ形ダクタイル管接合要領書） 

 （Ｋ形ダクタイル管接合要領書） 

 （Ｕ形、Ｕ－Ｄダクタイル管接合要領書） 

（16）JDPA W 05 

（17）JDPA W 06 

（18）JDPA W 07  （フランジ形ダクタイル管接合要領書） 

 （ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング） 

 （パイプライン溶接部の非破壊試験方法） 

（19）JIS A 5314 

（20）JIS Z 3050 

（21）JIS Z 3104  （鋼溶接継手の放射線透過試験方法） 

（22）JIS G 3443－1 

（23）JIS G 3443－2 

（24）JIS G 3443－3 

（25）JIS G 3443－4

 （水輸送用塗覆装鋼管－第１部：直管） 

  （水輸送用塗覆装鋼管－第２部：異形管） 

 （水輸送用塗覆装鋼管－第３部：外面プラスチック被覆） 

 （水輸送用塗覆装鋼管－第４部：内面エポキシ樹脂塗装） 
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7 砂利路盤工

１．受注者は、路面仕上げに当たり、中央部を高くし必ず横断勾配を付けなければならない。
　　なお、横断勾配は、設計図書によるものとする。
２．受注者は、敷砂利の施工に当たり、敷厚が均一になるよう仕上げなければならない。
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第13 踏掛版

2-13-1　一般事項
１．適用工種
　　本節は、踏掛版工として作業土工（床掘り、埋戻し）、踏掛版工その他これらに類する工種に
　ついて定める。
２．障害物がある場合の処置
　　受注者は、踏掛版工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督員に連絡し、設
　計図書に関して監督員と協議しなければならない。
３．適用規定
　　受注者は、踏掛版工の施工について、「道路土工-盛土工指針」（日本道路協会、平成22年4　
　月）の踏掛版及び施工の規定、第10編2-7-4踏掛版工の規定による。これにより難い場合は、監
　督員の承諾を得なければならない。

2-13-2　材料

　　踏掛版工で使用する材料については、第６編2-7-2材料の規定による。

2-13-3　作業土工（床掘り・埋戻し）

　　作業土工の施工については、第６編2-7-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

2-13-4　踏掛版工

　　踏掛版工の施工については、第６編2-7-4踏掛版工の規定による。



 

仮設構造物の材料については、第６編4-5-2材料の規定による。
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地組工の施工については、第１編3-14-2地組工の規定による。

架設工（クレーン架設）の施工については、第１編3-14-3架設工（クレーン架設）の規定に
よる。

架設工（ケーブルクレーン架設）の施工については、第１編3-14-4架設工（ケーブルクレーン
架設）の規定による。

（44～45欠頁）  
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3 基礎工の施工

１．受注者は、切込砂利、砕石基礎工、割ぐり石基礎工の施工においては、床掘り完了後（割ぐり
　石基礎には割ぐり石に切込砂利、砕石などの間隙充填材を加え）締固めながら仕上げなけばなら
　ない。
２．土台基礎工に木材を使用する場合は、樹皮を剥いだ生木を用いなければならない。
３．受注者は、土台基礎工の施工にあたり、床を整正し締固めた後、据え付けるものとし、空隙に
　は、割ぐり石、砕石等を充填し、締め固めなければならない。
４．受注者は片梯子土台及び梯子土台の施工にあたっては、部材接合部に隙間が生じないように土
　台を組み立てなければならない。
５．受注者は止杭一本土台の施工にあたっては、上部からの加重の偏心が生じないように設置しな
　ければならない。
６．受注者は、土台基礎工に用いる木材について設計図書に示されていない場合は、樹皮を剥いだ
　生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。
７．止杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径の1.5倍程度にしなければならな
　い。

1-8-4 木製治山ダム本体工

１．受注者は、横木、枠木の組み立ては設計図書によらなければならない。
２．受注者は、横木、枠木の吊り込みにあたっては、木材に損傷を与えないようにしなければなら
　ない。
３．受注者は、枠内中詰石材投入施工前の倒れ防止については、切梁等による押え等を施工しなけ
　ればならない。
４．受注者は、中詰石材（礫、栗石等）を詰める作業をできるだけ木材の組立と並行して層ごとに
　行い、中詰石材（礫、栗石等）の単位体積重量が得られるように詰めなければならない。
５．受注者は、枠内中詰石材投入の際には、木製枠に直接詰石、建設機械等が衝突し、木材を損傷
　させないようにしなければならない。
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5-2-7　獣害防護柵設置

１．受注者は、設計図書に基づき、防護柵を設置しなければならない。
２．受注者は、設置作業をする前に測量等を実施し、支柱等の設置箇所について、監督員に協議し 
　なければならない。
３．防護柵の数量等
　　受注者は、防護柵の種類、規格、数量について監督員に協議し、同意を得ること。
４．木製支柱
　　柵の支柱等に係る木材については、次によりものとする。
（１）間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。
（２）（１）の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督員
　　に提出し確認を受けること。
（３）使用する木材は、乾燥材（含水率30%以内）とし防腐処理をするものとする。
　　また、防腐処理の証明書を監督員に提出し確認を受けること。
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フ

ィ
ン

ガ
ー

ジ
ョ
イ

ン
ト
）

据
付

け
高

さ

仕
上

げ
高

さ
舗

装
面

に
対

し
0
～

-
2

舗
装

面
に

対
し

0
～

-
2

共 通 編

一 般 施 工

共 通 的 工 種

伸
縮

装
置

工
（
埋

設
型

ジ
ョ
イ

ン
ト
）

高 　 さ

3

舗
装

面
に

対
し

0
～

+
3

表
 面

 の
 凹

 凸

仕
 上

 げ
 高

 さ

車
道

端
部

及
び

中
央

部
付

近
の

3
点

を
測

定
。

表
面

の
凹

凸
は

長
手

方
向

（
橋

軸
直

角
方

向
）
に

3
m

の
直

線
定

規
で

測
っ

て
凹

凸
が

3
m

m
以

下

ｔ

C.
L 

車
線

方
向

舗
装

面
仕

上
げ
高

さ
 

あ
と
打

ち
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト

 

C.
L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

W
1

A B 

W
2

歯
型

板
面

の
歯

咬
み

あ
い
部

の
高

低
差

：
咬

み
あ
い
部

中
心

Ａ
，
Ｂ

点
の

差

C.
L 
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出
来

形
管

理
基

準
及
び
規
格
値
　
第
１
編
　
共
通
編
　

単
位
:㎜

編
章

節
条

枝
番

工
　
　
　
種

測
定
基
準

測
定
箇
所

摘
　
　
要

測
　
定
　
項
　
目

規
格
値

1
3

4
5

1
3

4
6

1
3

4
7

1
3

4
8

基
準

高
▽

±
5
0

全
数

に
つ

い
て

杭
中

心
で

測
定

設
計

径
（
公

称
径

）
-
3
0
以

上

設
計

値
以

上

1
/
1
0
0
以

内

1
0
0
以

内

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

根
入

長

場
所

打
杭

工

偏
心

量
 ｄ

傾
斜

杭
径

 Ｄ

深
礎

工

基
準

高
▽

±
5
0

傾
斜

1
/
5
0
以

内

基
　

礎
　

径
　

Ｄ
設

計
径

（
公

称
径

）
以

上
※

全
数

に
つ

い
て

杭
中

心
で

測
定

※
ﾗ
ｲ
ﾅ

ｰ
ﾌ
ﾟﾚ

ｰ
ﾄの

場
合

は
そ

の
内

径
、

補
強

ﾘﾝ
ｸ
ﾞ

を
必

要
と

す
る

場
合

は
補

強
ﾘﾝ

ｸ
ﾞの

内
径

と
し

、
ﾓ

ﾙ
ﾀ
ﾙ

ﾗ
ｲ
ﾆ

ﾝ
ｸ
ﾞの

場
合

は
モ

ル
タ

ル
等

の
土

留
め

構
造

の
内

径
に

て
測

定
。

ケ
ー

ソ
ン

の
高

さ
 ｈ

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

根
入

長
設

計
値

以
上

偏
心

量
 ｄ

1
5
0
以

内

-
2
0

3
0
0
以

内

-
5
0

-
5
0

-
1
0
0

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

ケ
ー

ソ
ン

の
長

さ
 ℓ

ケ
ー

ソ
ン

の
壁

厚
 ｔ

オ
ー

プ
ン

ケ
ー

ソ
ン

基
礎

工

±
1
0
0

基
準

高
▽

偏
心

量
 ｄ

壁
厚

、
幅

、
高

さ
、

長
さ

、
偏

心
量

に
つ

い
て

は
各

打
設

ロ
ッ

ト
ご

と
に

測
定

ケ
ー

ソ
ン

の
壁

厚
 ｔ

-
2
0

偏
心

量
 ｄ

3
0
0
以

内

±
1
0
0

壁
厚

、
幅

、
高

さ
、

長
さ

、
偏

心
量

に
つ

い
て

は
各

打
設

ロ
ッ

ト
ご

と
に

測
定

ケ
ー

ソ
ン

の
幅

 ｗ

共 通 編

一 般 施 工

基 礎 工

ケ
ー

ソ
ン

の
長

さ
 ℓ

ケ
ー

ソ
ン

の
幅

 ｗ

ニ
ュ

ー
マ

チ
ッ

ク
ケ

ー
ソ

ン
基

礎
工

基
準

高
▽

ケ
ー

ソ
ン

の
高

さ
 ｈ

-
5
0

-
5
0

-
1
0
0

D D 
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出
来

形
管

理
基

準
及
び
規
格
値
　
第
１
編
　
共
通
編
　

単
位
:㎜

章
編

節
条

小
規
模

以
下

測
定
項
目

摘
　
　
要

個
々
の
測
定
値
（
Ｘ
）

測
定
基
準

測
定
箇
所

工
　
　
　
種

中
規
模

以
上

小
規
模

以
下

規
格
値 １
０
個
の
規
定
値
の

平
均
（
Ｘ

1
0
）

中
規
模

以
上

枝
番

1
3

7
1
2

3
-
2
5

-
3
0

1
3

7
1
2

4
-
9

-
1
2

1
3

7
1
2

5

1
3

7
1
2

6
±

4
0

±
5
0

1
3

7
1
2

7
-
2
5

-
3
0

コ
ン

ク
リ
ー

ト
舗

装
工

（
セ

メ
ン

ト
（
石

灰
・
瀝

青
）
安

定
処

理
工

）

厚
　

　
さ

-
8

幅

幅
は

、
延

長
8
0
ｍ

毎
に

1
ヶ

所
の

割
と

し
、

厚
さ

は
、

1
,0

0
0
㎡

に
１

個
の

割
で

コ
ア

ー
を

採
取

も
し

く
は

掘
り

起
こ

し
て

測
定

。

-

―-
1
0

-
2
5

厚
さ

は
各

車
線

の
中

心
付

近
で

型
枠

据
付

後
各

車
線

2
0
0
ｍ

毎
に

水
糸

又
は

レ
ベ

ル
に

よ
り

１
測

線
当

た
り

横
断

方
向

に
3
ヶ

所
以

上
測

定
、

幅
は

、
延

長
8
0
ｍ

毎
に

1
ヶ

所
の

割
で

測
定

。
平

坦
性

は
各

車
線

毎
に

版
縁

か
ら

１
ｍ

の
線

上
、

全
延

長
と

す
る

。
な

お
、

ス
リ
ッ

プ
フ

ォ
ー

ム
工

法
の

場
合

は
、

厚
さ

管
理

に
関

し
、

打
設

前
に

各
車

線
の

中
心

付
近

で
各

車
線

2
0
0
ｍ

毎
に

水
糸

又
は

レ
ベ

ル
に

よ
り

１
測

線
当

た
り

横
断

方
向

に
３

ヶ
所

以
上

路
盤

の
基

準
高

を
測

定
し

、
測

定
打

設
後

に
各

車
線

2
0
0
m

毎
に

両
側

の
版

端
を

測
定

す
る

。

－

コ
ン

ク
リ
ー

ト
の

硬
化

後
、

３
ｍ

プ
ロ

フ
ィ

ル
メ

ー
タ

ー
に

よ
り

機
械

舗
設

の
場

合
（
σ

）
２

.4
㎜

以
下

人
力

舗
設

の
場

合
（
σ

）
３

㎜
以

下

幅
-
5
0

-
一 般 施 工

一 般 舗 装 工

コ
ン

ク
リ
ー

ト
舗

装
工

（
転

圧
コ

ン
ク

リ
ー

ト
版

工
（
粒

度
調

整
路

盤
工

）
）

一 般 舗 装 工

一 般 施 工

一 般 舗 装 工
コ

ン
ク

リ
ー

ト
舗

装
工

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
舗

装
版

工
）

一 般 施 工

コ
ン

ク
リ
ー

ト
舗

装
工

（
転

圧
コ

ン
ク

リ
ー

ト
版

工
（
下

層
路

盤
工

）
）

基
準

高
▽

 -

厚
　

　
さ

-
4
5

目
地

段
差

コ
ン

ク
リ
ー

ト
舗

装
工

（
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
中

間
層

）

厚
　

　
さ

幅

-
3
.5

±
2

-
3

幅
-
5
0

-

平
 坦

 性

-
2
5

-
1
5

基
準

高
は

延
長

4
0
ｍ

毎
に

1
ヶ

所
の

割
と

し
、

道
路

中
心

線
及

び
端

部
で

測
定

。
厚

さ
は

各
車

線
2
0
0

ｍ
毎

に
1
ヶ

所
を

掘
り

起
こ

し
て

測
定

。
幅

は
、

延
長

8
0
ｍ

毎
に

1
ヶ

所
の

割
に

測
定

。

厚
　

　
さ

幅
は

、
延

長
8
0
ｍ

毎
に

1
ヶ

所
の

割
と

し
、

厚
さ

は
、

各
車

線
2
0
0
ｍ

毎
に

1
ヶ

所
を

掘
り

起
こ

し
て

測
定

。

隣
接

す
る

各
目

地
に

対
し

て
、

道
路

中
心

線
及

び
端

部
で

測
定

。

共 通 編 共 通 編 共 通 編

厚
　

　
さ

幅

幅
は

、
延

長
8
0
ｍ

毎
に

1
ヶ

所
の

割
と

し
、

厚
さ

は
、

1
,0

0
0
㎡

に
１

個
の

割
で

コ
ア

ー
を

採
取

も
し

く
は

掘
り

起
こ

し
て

測
定

。

-
5
0

--
8

共 通 編

一 般 施 工

一 般 舗 装 工

共 通 編

一 般 施 工

一 般 舗 装 工

工
事

規
模

の
考

え
方

中
規

模
以

上
の

工
事

と
は

、
管

理
図

を
描

い
た

上
で

の
管

理
が

可
能

な
工

事
を

い
い

、
舗

装
施

工
面

積
が

2
,0

0
0
㎡

以
上

と
す

る
。

小
規

模
以

下
の

工
事

と
は

、
管

理
結

果
を

施
工

管
理

に
反

映
で

き
る

規
模

の
工

事
を

い
い

、
同

一
工

種
の

施
工

が
数

日
連

続
す

る
場

合
で

、
舗

装
施

工
面

積
が

2
,0

0
0
㎡

未
満

と
す

る
。

厚
さ

は
、

個
々

の
測

定
値

が
1
0
個

に
９

個
以

上
の

割
合

で
規

格
値

を
満

足
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
と

も
に

、
1
0
個

の
測

定
値

の
平

均
値

（
Ｘ

1
0
）

に
つ

い
て

満
足

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

厚
さ

の
デ

ー
タ

数
が

1
0
個

未
満

の
場

合
は

測
定

値
の

平
均

値
は

適
用

し
な

い
。

コ
ア

ー
採

取
に

つ
い

て
橋

面
舗

装
等

で
コ

ア
ー

採
取

に
よ

り
床

版
等

に
損

傷
を

与
え

る
恐

れ
の

あ
る

場
合

は
、

他
の

方
法

に
よ

る
こ

と
が

出
来

る
。

維
持

工
事

に
お

い
て

は
、

平
坦

性
の

項
目

を
省

略
す

る
こ

と
が

出
来

る
。
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出
来

形
管

理
基

準
及
び
規
格
値
　
第
１
編
　
共
通
編
　

単
位
:㎜

編
章

節
条

枝
番

工
　
　
　
種

測
定
箇
所

摘
　
　
要

1
3

1
3

1

1
3

1
3

1

1
3

1
3

1

0
～

＋
5

0
～

＋
1
5

±
0
.5

測
定

基
準

規
格
値

鋳
造

費
（
大

型
ゴ

ム
支

承
工

）
5
0
0
＜

ｗ
,Ｌ

,Ｄ
≦

1
5
0
0
 ㎜

ｗ
,Ｌ

,Ｄ
≦

 5
0
0
 ㎜

測
　
定
　
項
　
目

1
5
0
0
 ㎜

 ＜
ｗ

,Ｌ
,Ｄ

0
～

＋
1
％

仮
設

材
製

作
工

部 　 　 　 材

共 通 編

一 般 施 工

工 場 製 作 工 （ 共 通 ）

共 通 編

一 般 施 工

工 場 製 作 工 （ 共 通 ）工 場 製 作 工 （ 共 通 ）

刃
口

金
物

製
作

工

共 通 編
ℓ≦

1
0

±
3

一 般 施 工

±
4

幅
 ｗ

長
さ

 L
直

径
 D

厚
さ

 ｔ

ｔ 
≦

 2
0
㎜

2
0
＜

ｔ 
≦

1
6
0

1
6
0
㎜

 ＜
 ｔ

±
2
.5

％

±
4

製
品

全
数

を
測

定
。

平
面

度
：
１

個
の

ゴ
ム

支
承

の
厚

さ
（
ｔ）

の
最

大
相

対
誤

差

外
周

長
 Ｌ

（
ｍ

）

図
面

の
寸

法
表

示
箇

所
で

測
定

。

刃
口

高
さ

 ｈ
（
ｍ

）

±
（
1
0
＋

Ｌ
/
1
0
）

0
.5

＜
ｈ
≦

1
.0

±
4

図
面

の
寸

法
表

示
箇

所
で

測
定

。

部
材

長
 ℓ

（
ｍ

）

ℓ＞
1
0

±
2

　
ｈ
≦

0
.5

±
3

平
面

度

1

(ｗ
,Ｌ

,Ｄ
)／

1
0
0
0

ｗ
,Ｌ

,Ｄ
≦

1
0
0
0
m

m

1
0
0
0
m

m
＜

ｗ
,Ｌ

,
Ｄ

1
.0

＜
ｈ
≦

2
.0
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出
来

形
管

理
基

準
及
び
規
格
値
　
第
１
編
　
共
通
編
　

単
位
:㎜

編
章

節
条

枝
番

工
　
　
　
種

測
定
基
準

測
定
箇
所

摘
　
　
要

測
　
定
　
項
　
目

規
格
値

1
3

1
6

1

１
施

工
箇

所
毎

。

1
3

1
6

2

1
3

1
6

3

1
施

工
箇

所
毎

ｈ
 ＜

 3
ｍ

-
5
0

ｈ
 ≧

 3
ｍ

-
1
0
0

延
長

 Ｌ

幅
　

ｗ
1
　

 ｗ
2

-
3
0

基
準

高
▽

±
5
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

-
2
0
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
問

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

-
2
0

-
5
0

±
5
0

共 通 編

一 般 施 工

擁 壁 工 （ 共 通 ）

厚
さ

　
ｔ

（
一

般
事

項
）

場
所

打
擁

壁
工

裏
込

厚
さ

高
さ

 ｈ

共 通 編

一 般 施 工

擁 壁 工 （ 共 通 ）

延
長

 Ｌ
-
2
0
0

１
施

工
箇

所
毎

。

プ
レ

キ
ャ

ス
ト
擁

壁
工

基
準

高
▽

控
え

長
さ

設
計

値
以

上

延
長

 L
-
2
0
0

±
0
.0

3
ｈ
か

つ
±

3
0
0
以

内

±
5
0

ｈ
＜

 3
m

ｈ
≧

 3
m

-
1
0
0

施
工

延
長

4
0
m

(測
点

間
隔

2
5
m

の
場

合
は

5
0
m

)
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
m

(又
は

5
0
m

)以
下

の
も

の
は

1
施

工
箇

所
に

つ
き

2
ヶ

所
。

共 通 編

一 般 施 工

擁 壁 工 （ 共 通 ）

高
さ

 ｈ

鉛
直

度
△

補
強

土
壁

工
（
補

強
土

壁
工

法
）

（
多

数
ア

ン
カ

ー
式

補
強

土
工

法
）

（
ジ

オ
テ

キ
ス

タ
イ

ル
を

用
い

た
補

強
土

工
法

）

基
準

高
▽

-
5
0
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出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
　
第
６
編
　
道
路
編

単
位

:㎜

編
章

節
条

枝
番

工
　
　
　
種

測
定

箇
所

摘
　
　
要

6
4

5
1
0

2

ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄ
橋

鋼
橋

±
5

±
｛
4
 ＋

0
.5

×
（
B

－
2
）
｝

6
4

8
3

6
4

8
5

6
4

8
6 7

橋
軸

方
向

可
動

支
承

の
移

動
可

能
量

 注
2
)

支
承

中
心

間
隔

（
橋

軸
直

角
方

向
）

地
　

覆
　

の
　

幅
　

ｗ
2

5

可
動

支
承

の
移

動
量

 注
3
)

温
度

変
化

に
伴

う
移

動
量

計
算

値
の

1
/
2
以

上

橋
軸

直
角

方
向

支
承

の
水

平
度

1
／

3
0
0

設
計

移
動

量
±

1
0
以

上

道 路 編

鋼 橋 上 部

鋼 橋 架 設 工

支
承

工
（
ゴ

ム
支

承
）

地
覆

の
幅

　
ｗ

1
-
1
0
～

＋
2
0

同
一

支
承

線
上

の
可

動
支

承
の

ず
れ

の
相

対
誤

差

落
橋

防
止

装
置

工

設
計

値
以

上

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
定

着
長

-
2
0
以

内
か

つ
-
1
D

以
内

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
孔

の
削

孔
長

±
5

測
　
定
　
項
　
目

据
付

け
高

さ
 注

1
)

地
覆

の
高

さ
　

ｈ

有
効

幅
員

　
ｗ

2

-
1
0
～

＋
2
0

鋼 橋 上 部

橋 梁 付 属 物 工

0
～

＋
3
0

－
2
0
～

＋
3
0

規
格
値

支
承

全
数

を
測

定
。

Ｂ
：
支

承
中

心
間

隔
（
ｍ

）

上
部

構
造

部
材

下
面

と
ゴ

ム
支

承
面

と
の

接
触

面
、

及
び

ゴ
ム

支
承

と
台

座
モ

ル
タ

ル
と

の
接

触
面

に
肌

す
き

が
無

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
支

承
の

平
面

寸
法

が
3
0
0
㎜

以
下

の
場

合
は

、
水

平
面

の
高

低
差

を
1
㎜

以
下

と
す

る
。

な
お

、
支

承
を

勾
配

な
り

に
据

付
け

る
場

合
を

除
く

。
注

1
）
先

固
定

の
場

合
は

、
支

承
上

面
で

測
定

す
る

。
注

2
）
可

動
支

承
の

遊
間

（
L
a,

L
b
）
を

計
測

し
、

支
承

据
付

時
の

オ
フ

セ
ッ

ト
量

δ
を

考
慮

し
て

、
移

動
可

能
量

が
道

路
橋

支
承

便
覧

の
規

格
値

を
満

た
す

こ
と

を
確

認
す

る
。

注
3
）
可

動
支

承
の

移
動

量
検

査
は

、
架

設
完

了
後

に
実

施
す

る
。

詳
細

は
、

道
路

橋
支

承
便

覧
参

照
。

測
定
基

準

－
5
～

＋
1
0

1
径

間
当

た
り

両
端

と
中

央
部

の
3
ヶ

所
測

定
。

全
数

測
定

－
1
0
～

＋
2
0

全
数

測
定

D
:ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト
径

（
㎜

）

有
　

効
　

幅
　

員
　

ｗ
3

0
～

＋
3
0

高
　

　
　

さ
　

ｈ
2

－
1
0
～

＋
2
0

天
　

端
　

幅
　

ｗ
1

1
径

間
当

た
り

両
端

と
中

央
部

の
3
ヶ

所
測

定
。

道 路 編

鋼 橋 上 部

橋 梁 付 属 物 工

橋
梁

用
防

護
柵

工
橋

梁
用

高
欄

工

地
覆

工

高
　

　
　

さ
　

ｈ
1

道 路 編道 路 編

鋼 橋 上 部

橋 梁 付 属 物

工

ｈ

w
1 

h
1 
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出
来

形
管

理
基

準
及

び
規

格
値

　
第

1
5
編

　
治

山
編

単
位

:㎜

編
章

節
条

枝
番

工
　

　
　

種
測

定
箇

所
摘

　
　

要
測

　
定

　
項

　
目

規
格

値
測

定
基

準

1
5

1
8

木
製

構
造

物
（
建

築
物

を
除

く
）

1
5

1
9

4
1

ブ
ロ

ッ
ク

積
（
張

）
工

1
5

1
9

4
2

ブ
ロ

ッ
ク

積
（
張

）
基

礎
工

1
5

1
9

5
コ

ン
ク

リ
ー

ト
擁

壁
工

渓 間 工

護 岸 工

Ｌ
／

3
0
0

最
小

許
容

量
－

5
0

最
大

許
容

量
－

1
0
0

１
施

工
箇

所
毎

ｈ
＜

3
ｍ

-
1
0
0

の
り

勾
配

±
0
.2

分

ｈ
≧

3
ｍ

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

１
施

工
箇

所
毎

高
さ

 ｈ
-
5
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

基
準

高
▽

±
3
0

-
3
0

延
長

 Ｌ
Ｌ

／
1
0
0

最
小

許
容

量
－

5
0

最
大

許
容

量
－

1
0
0

施
工

延
長

4
0
ｍ

（
測

点
間

隔
2
5
ｍ

の
場

合
は

5
0

ｍ
）
に

つ
き

1
ヶ

所
、

延
長

4
0
ｍ

（
又

は
5
0
ｍ

）
以

下
の

も
の

は
１

施
工

箇
所

に
つ

き
2
ヶ

所
。

厚
さ

は
上

端
部

及
び

下
端

部
の

2
ヶ

所
を

測
定

。

図
面

の
表

示
箇

所
で

測
定

。
断

面
、

形
状

等
の

変
化

点
毎

に
測

定
す

る
。

１
施

工
箇

所
毎

。

L
/
5
0

最
小

許
容

量
-
1
0
0

最
大

許
容

量
-
4
0
0

延
長

 Ｌ

±
0
.5

分

-
5
0

-
1
0
0

の
り

勾
配

±
0
.3

分

±
5
0

厚
さ

（
ブ

ロ
ッ

ク
積

張
）
 ｔ

１
-
3
0

厚
さ

（
裏

込
）
 ｔ

2

Ｌ
／

1
0
0

最
小

許
容

量
－

5
0

最
大

許
容

量
－

1
0
0

厚
さ

 ｔ

-
3
0

治 山 編

渓 間 工

護 岸 工

治 山 編

渓 間 工

護 岸 工

治 山 編治 山 編

渓 間 工

の
り

長
　

S
ℓ

高
さ

　
h

幅
（
厚

さ
）
　

W
1
 W

2

木 製 ダ ム

の
り

勾
配

幅
　

ｗ
1
 ｗ

2

基
準

高
▽

-
5
0

高
さ

 ｈ

-
2
0

-
3
0

±
5
0

延
長

 Ｌ

幅
 ｂ

-
3
0

高
さ

 ｈ

１
施

工
箇

所
毎

延
長

 Ｌ
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種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

品質管理基準及び規格値

工　　種

1 セメン
ト・コン
クリート
(転圧コン
クリー
ト・コン
クリート
ダム・覆
工コンク
リート・
吹付けコ
ンクリー
トを除
く）

施
工
後
試
験

必
須

ひび割れ調査 スケールによる
測定

0.2㎜ 本数
総延長
最大ひび割れ幅等

高さが、５ｍ以上の鉄筋コンク
リート擁壁、内空断面積が２５
㎡以上の鉄筋コンクリートカル
バート類、橋梁上・下部工及び
高さが３ｍ以上の堰・水門・樋
門を対象（ただしいずれの工種
についてもプレキャスト製品及
びプレストレストコンクリート
は対象としない）とし構造物躯
体の地盤や他の構造物との接触
面を除く全表面とする。
フーチング・底版等で竣工時に
地中、水中にある部位について
は竣工前に調査する。
ひび割れ幅が0.2mm以上の場合
は、「ひび割れ発生状況の調
査」を実施する。

テストハンマーに
よる強度推定調査

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 鉄筋コンクリート擁壁及びカル
バート類で行う。その他の構造
物については強度が同じブロッ
クを１構造物の単位とし、各単
位につき３ヶ所の調査を実施。
また、調査の結果、平均値が設
計基準強度を下回った場合と、
１回の試験結果が設計基準強度
の８５％以下となった場合は、
その箇所の周辺において、再調
査を５ヶ所実施。
材齢２８日～９１日の間に試験
を行う。

高さが、５ｍ以上の鉄筋コンク
リート擁壁、内空断面積が２５
㎡以上の鉄筋コンクリートカル
バート類、橋梁上・下部工及び
高さが３ｍ以上の堰・水門・樋
門を対象。（ただしいづれの工
種についてもプレキャスト製品
及びプレストレストコンクリー
トは対象としない。）また、再
調査の平均強度が、所定の強度
が得られない場合、もしくは
１ヶ所の強度が設計強度の８
５％を下回った場合は、コアに
よる強度試験を行う。
工期等により、基準期間内に調
査を行えない場合は監督員と協
議するものとする。

施
工
後
試
験

そ
の
他

コアによる強度試
験

JIS A 1107 設計基準強度 所定の強度を得られない箇所付
近において、原位置のコアを採
取。

コア採取位置、供試体の抜き取
り寸法等の決定に際しては、設
置された鉄筋を損傷させないよ
う十分な検討を行う。
圧縮強度試験の平均強度が所定
の強度が得られない場合、もし
くは１ヶ所の強度が設計強度の
８５％を下回った場合は、監督
員と協議するものとする。

微破壊・非破壊試
験による強度測定
調査

生コンクリートの
取り扱いマニュア
ルによる。

同左 同左 同左

非破壊試験による
配筋状態及びかぶ
り測定調査

生コンクリートの
取り扱いマニュア
ルによる。

同左 同左 同左

2 ガス圧接 外観検査 ・目視
　　圧接面の
　　　研磨状況
　　たれ下がり
　　焼き割れ
　　等

・ノギス等に
　よる計測
（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの
　　　　　長さ
　　圧接部のずれ
　　折れ曲がり
　　等

熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径の異
なる場合は細いほうの鉄筋）の
1/5以下。
②ふくらみは鉄筋径（径の異な
る場合は細いほうの鉄筋）の1.4
倍以上。ただし、SD490の場合は
1.5倍以上。
③ふくらみの長さが鉄筋径の1.1
倍以上。ただし、SD490の場合は
1.2倍以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のず
れが鉄筋径の1/4以下
⑤折れ曲がりの角度が2°以下。
⑥著しいたれ下がり、折れ曲が
りがない。
⑦その他有害と認められる欠陥
があってはならない。

　 　 熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接
面に対応する位置の割れ、へこ
みがない
②ふくらみの長さが1.1D以上。
ただし、SD490の場合は1.2D以上
③鉄筋表面にオーバーヒートに
よる表面不整があってはならな
い。
④その他有害（著しい折れやボ
ルトによる締付け傷等）と認め
られる欠陥があってはならな
い。

施
工
前
試
験

必
須

・モデル供試体の作成は、実際
の作業と同一条件・同一材料で
行う。
(1)SD490以外の鉄筋を圧接する
場合
・手動ガス圧接及び熱間押抜ガ
ス圧接を行う場合、材料、施工
条件などを特に確認する必要が
ある場合には、施工前試験を行
う。
・特に確認する必要がある場合
とは、施工実績の少ない材料を
使用する場合、過酷な気象条
件・高所などの作業環境下での
施工条件、圧接技量資格者の熟
練度などの確認が必要な場合な
どである。
・自動ガス圧接を行う場合に
は、装置が正常で、かつ装置の
設定条件に誤りのないことを確
認するため、施工前試験を行わ
なければならない。
(2)SD490の鉄筋を圧接する場合
手動ガス圧接、自動ガス圧接、
熱間押抜法のいずれにおいて
も、施工前試験を行わなければ
ならない。

鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄
筋径毎に自動ガス圧接の場合は
各2本、手動ガス圧接の場合は各
5本のモデル供試体を作成し実施
する。

　(次頁に続く)

�	


�����



種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

8 アスファ
ルト舗装

材
料

必
須

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102 JIS A 5001 表2参照 ・中規模以上の工事：
　　施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：
　　施工前

　 骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110

表層・基層
　表乾密度：2.45g/cm3以上
　吸水率　：3.0%以下

　 骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 粘土、粘土塊量：0.25%以下

　 粗骨材の形状試験 舗装調査・試験法
便覧　[4]-45

細長、あるいは偏平な石片：10%
以下

　 フィラーの粒度試
験

JIS A 5008 便覧　表3.3.17による。

　 フィラーの水分試
験

JIS A 5008 1%以下

　 そ
の
他

フィラーの塑性指
数試験

JIS A 1205 4以下 ・中規模以上の工事：
　　施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：
　　施工前

　 フィラーのフロー
試験

舗装調査・試験法
便覧　[2]-65

50%以下

　 フィラーの水浸膨
張試験

舗装調査・試験法
便覧　[2]-59

3%以下

　 フィラーの剥離抵
抗性試験

舗装調査・試験法
便覧　[2]-61

1/4以下

製鋼スラグの水浸
膨張性試験

舗装調査・試験法
便覧　[2]-77

水浸膨張比：2.0%以下

　 製鋼スラグの密度
及び吸水率試験

JIS A 1110 SS
　表乾密度：2.45g/cm3以上
　吸水率　：3.0%以下

　 粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 すり減り量
　砕石：30%以下
　CSS ：50%以下
　SS ：30%以下

　 硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122 損失量：12%以下

針入度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：
　　表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：
　　表3.3.3
・セミブローンアスファルト：
　　表3.3.4

・中規模以上の工事とは、管理
図を描いた上での管理が可能な
工事をいい、舗装施工面積が
2,000㎡以上とする。
・小規模以下の工事とは、管理
結果を施工管理に反映できる規
模の工事をいい、同一工種の施
工が数日連続する場合で、舗装
施工面積が2,000㎡未満とする。

・火成岩類を粉砕した石粉を用
いる場合に適用する。
・中規模以上の工事とは、管理
図を描いた上での管理が可能な
工事をいい、舗装施工面積が
2,000㎡以上とする。
・小規模以下の工事とは、管理
結果を施工管理に反映できる規
模の工事をいい、同一工種の施
工が数日連続する場合で、舗装
施工面積が2,000㎡未満とする。

　(次頁に続く)
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種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

8 アスファ
ルト舗装

材
料

そ
の
他

軟化点試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：
　　表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：
　　表3.3.3

・中規模以上の工事：
　　施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：
　　施工前

　 伸度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：
　　表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：
　　表3.3.3

　 トルエン可溶分試
験

JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：
　　表3.3.1
・セミブローンアスファルト：
　　表3.3.4

　 引火点試験 JIS K 2265-1
JIS K 2265-2
JIS K 2265-3
JIS K 2265-4

舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：
　　表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：
　　表3.3.3
・セミブローンアスファルト：
　　表3.3.4

　 薄膜加熱試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：
    表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：
    表3.3.3
・セミブローンアスファルト：
    表3.3.4

　 蒸発後の針入度比
試験

JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：
    表3.3.1

　 密度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：
    表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：
    表3.3.3
・セミブローンアスファルト：
    表3.3.4

　 高温動粘度試験 舗装調査・試験法
便覧  [2]-180

舗装施行便覧参照
・セミブローンアスファルト：
    表3.3.4

　 60℃粘度試験 舗装調査・試験法
便覧　[2]-192

舗装施工便覧参照
・セミブローンアスファルト：
    表3.3.4

　 タフネス・テナシ
ティ試験

舗装調査・試験法
便覧　[2]-244

舗装施工便覧参照
・ポリマー改質アスファルト：
    表3.3.3

プ
ラ
ン
ト

必
須

粒度（2.36㎜フル
イ）

舗装調査・試験法
便覧　[2]-14

2.36㎜ふるい：±12%以内基準粒
度

・中規模以上の工事：
　　定期的又は随時。
・小規模以下の工事：
　　異常が認められたとき。
印字記録の場合：
　全数又は抽出・
　ふるい分け試験 1～2回/日

・中規模以上の工事とは、施工
面積が2,000㎡以上とする。
・小規模以下の工事とは、施工
面積が2,000㎡未満とする。

　 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧　[2]-14

75μmふるい：±5%以内基準粒度

アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法
便覧　[4]-238

アスファルト量：±0.9%以内

温度測定（アス
ファルト・骨材・
混合物）

温度計による。 配合設計で決定した混合温度。 随時 　

・火成岩類を粉砕した石粉を用
いる場合に適用する。
・中規模以上の工事とは、管理
図を描いた上での管理が可能な
工事をいい、舗装施工面積が
2,000㎡以上とする。
・小規模以下の工事とは、管理
結果を施工管理に反映できる規
模の工事をいい、同一工種の施
工が数日連続する場合で、舗装
施工面積が2,000㎡未満とする。

　(次頁に続く)
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種
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試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

8 アスファ
ルト舗装

そ
の
他

水浸ホイールト
ラッキング試験

舗装調査・試験法
便覧 [3]-57

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の耐剥離性
の確認

ホイールトラッキ
ング試験

舗装調査・試験法
便覧 [3]-39

アスファルト混合物の耐流動性
の確認

ラベリング試験 舗装調査・試験法
便覧 [3]-17

アスファルト混合物の耐摩耗性
の確認

　 現場密度の測定 舗装調査・試験法
便覧　[3]-91

基準密度の94%以上
X7-10 96%以上
X4-6 96%以上
X3 96.5%以上

歩道箇所：設計図書による

・締固め度は、個々の測定値が
基準密度の94％以上を満足する
ものとし、かつ平均値について
以下を満足するものとする。
・締固め度及び粒度は、10個の
測定値の平均値X10が規格値を満
足しなければならない。また、
10個の測定値が得がたい場合は
３個の測定値の平均値X3が規格
値を満足していなければならな
いが、X3が規格値をはずれた場
合は、さらに３個のデータを加
えた平均値X6が規格値を満足し
ていればよい。
・2,000㎡までは３個とし、
2,000㎡を超える場合は、1,000
㎡につき１個とする。

・ただし、橋面舗装はコア採取
しないでAs合材量（プラント出
荷数量）と舗設面積及び厚さで
の密度管理、または転圧回数に
よる管理を行う。

例）300㎡以下は省略することが
　　できる。
　2,400㎡の場合
　　　＝３＋（400÷1,000）
　　　＝３．４　 ⇒４個
　　（小数点以下切り上げ）

　 温度測定（初期締
固め前）

温度計による。 110℃以上 随時 測定値の記録は、1日4回（午
前・午後各2回）。

　 外観検査（混合
物）

目視 　 　

　 そ
の
他

すべり抵抗試験 舗装調査・試験法
便覧　[1]-84

設計図書による 舗設車線毎200m毎に１回 　

9 転圧コン
クリート

必
須

コンシステンシー
VC試験

　 舗装施工便覧8-3-3による。
目標値
　修正VC値：50秒

当初

　 マーシャル突き固
め試験

転圧コンクリート
舗装技術指針
（案）
※いずれか1方法

舗装施工便覧8-3-3による。
目標値
　締固め率：96％

　

　 ランマー突き固め
試験

　 舗装施工便覧8-3-3による。
目標値
　締固め率：97％

　

　 含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 含水比は、品質管理試験として
コンシステンシー試験がやむえ
ずおこなえない場合に適用す
る。なお測定方法は試験の迅速
性から付録7に示した直火法によ
るのが臨ましい。

　 コンクリートの曲
げ強度試験

JIS A 1106 設計図書による。 ２回/日（午前・午後）で、３本
１組/回。

　

　 そ
の
他

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102 舗装施工便覧
細骨材表-3.3.20
粗骨材表-3.3.22

細骨材300m3、粗骨材500m3ごと
に１回、あるいは１回/日。

　

　 骨材の単位容積質
量試験

JIS A 1104 設計図書による。 　

　 骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110

設計図書による。 工事開始前、材料の変更時 　

　 粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 35%以下
積雪寒冷地25％以下

ホワイトベースに使用する場
合：40％以下

骨材の微粒分量試
験

JIS A 1103
JIS A 5005
JIS A 5308

粗骨材
砕石　3.0％以下（ただし、粒形
判定実績率が58％以上の場合は
5.0％以下）
スラグ粗骨材　5.0％以下
それ以外（砂利等）　1.0％以下

細骨材
砕砂、スラグ細骨材　5.0％以下
それ以外（砂等）　3.0％以下
（ただし、砕砂で粘土、シルト
等を含まない場合は5.0％以下）

砂の有機不純物試
験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合
でも圧縮強度が90%以上の場合は
使用できる。

濃い場合は、JIS A 1142「有機
不純物を含む細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮
強度による試験方法」による。

　(次頁に続く)
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種
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試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

9 転圧コン
クリート

そ
の
他

モルタルの圧縮強
度による砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶
液の色が標準色液の色より濃い
場合。

　

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

工事開始前、材料の変更時 観察で問題なければ省略でき
る。

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%未満
粗骨材：12%以下

寒冷地で凍結のおそれのある地
点に適用する。

セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210
（ポルトランドセメント）
JIS R 5211
（高炉セメント）
JIS R 5212
（シリカセメント）
JIS R 5213
（フライアッシュセメント）
JIS R 5214
（エコセメント）

工事開始前、工事中１回/月以上 　

ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 JIS R 5210
（ポルトランドセメント）
JIS R 5211
（高炉セメント）
JIS R 5212
（シリカセメント）
JIS R 5213
（フライアッシュセメント）
JIS R 5214
（エコセメント）

　

練混ぜ水の水質試
験

上水道水及び上水
道水以外の水の場
合：
JIS A 5308附属書
C

懸濁物質の量：2g/l以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/l以
下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発
は30分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及
び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回/年以
上及び水質が変わった場合。

上水道を使用してる場合は試験
に換え、上水道を使用してるこ
とを示す資料による確認を行
う。

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書
C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発
は30分以内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及
び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回/年以
上及び水質が変わった場合。

その原水は上水道水及び上水道
水以外の水の規定に適合するも
のとする。

　 そ
の
他

計量設備の計量精
度

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±
1％以内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中１回/６月以
上

・レディーミクストコンクリー
トの場合、印字記録により確認
を行う。

　 ミキサの練混ぜ性
能試験

バッチミキサの
場合：
JIS A 1119
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート内のモルタル量
の偏差率：0.8％以下
　コンクリート内の単骨材量の
偏差率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内空気量の偏差
率：10％以下
　コンシステンシー(スランプ)
の偏差率：15％以下

工事開始前及び工事中１回/年以
上。

・小規模工種で１工種当りの総
使用量が50m3未満の場合は１工
種１回以上。または、レディー
ミクストコンクリート工場（JIS
マーク表示認証工場）の品質証
明書等のみとすることができ
る。

　 　 連続ミキサの
場合：
土木学会規準
JSCE-I 502-2013

コンクリート中のモルタル単位
容積質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量
の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

　 細骨材の表面水率
試験

JIS A 1111 設計図書による 2回/日以上 レディーミクスコンクリート以
外の場合に適用する。

粗骨材の表面水率
試験

JIS A 1125 設計図書による １回/日以上 レディーミクスコンクリート以
外の場合に適用する。

　(次頁に続く)
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種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

10 グースア
スファル
ト舗装

プ
ラ
ン
ト

必
須

貫入試験40℃ 舗装調査・試験法
便覧　[3]-315

貫入量（40℃）目標値
　 表層：1～4㎜
　 基層：1～6㎜

配合毎に各１回。ただし、同一
配合の合材100t未満の場合も実
施する。

　

　 リュエル流動性試
験240℃

舗装調査・試験法
便覧　[3]-320

3～20秒（目標値） 　

　 ホイールトラッキ
ング試験

舗装調査・試験法
便覧　[3]-39

300以上 　

曲げ試験 舗装調査・試験法
便覧　[3]-69

破断ひずみ（-10℃、50㎜/min）
8.0×10-3以上

配合毎に各１回。ただし、同一
配合の合材100t未満の場合も実
施する。

　

　 粒度（2.36㎜フル
イ）

舗装調査・試験法
便覧　[2]-14

2.36㎜ふるい：±12%以内基準粒
度

・中規模以上の工事：
　　定期的又は随時。
・小規模以下の工事：
　　異常が認められたとき。
印字記録の場合：
　全数又は抽出・
　ふるい分け試験 1～2回/日

　 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧　[2]-14

75μmふるい：±5%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：
　　定期的又は随時。
・小規模以下の工事：
　　異常が認められたとき。
印字記録の場合：
　全数又は抽出・
　ふるい分け試験 1～2回/日

　 アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法
便覧　[4]-238

アスファルト量：±0.9%以内 ・中規模以上の工事：
　　定期的又は随時。
・小規模以下の工事：
　　異常が認められたとき。
印字記録の場合：
　全数又は抽出・
　ふるい分け試験 1～2回/日

　 温度測定（アス
ファルト・骨材・
混合物）

JIS Z 8710 アスファルト：220℃以下
石　粉：常温～150℃

随時 　

　 舗
設
現
場

必
須

温度測定（初転圧
前）

温度計による。 　 随時 測定値の記録は、1日4回（午
前・午後各2回）

11 路床安定
処理工

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化したとき。

　 CBR試験 舗装調査・試験法
便覧
[4]-155,[4]-158

　 施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214
JIS A 1210 A・B
法
最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法
便覧 [4]-185

設計図書による。 500m3につき１回の割合で行う。
ただし、1,500m3未満の工事は1
工事当たり3回以上。１回の試験
につき３孔で測定し、３孔の最
低値で判定を行う。

　 または、
RI計器を用いた盛
土の締固め管理要
領（案）

設計図書による。 盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
1日の1層あたりの施工面積を基
準とする。管理単位の面積は
1,500㎡を標準とし、1日の施工
面積が2,000㎡以上の場合、その
施工面積を２管理単位以上に分
割するものとする。1管理単位あ
たりの測定点数の目安を下表に
示す。

・最大粒径＜100㎜の場合に適用
する。
・左記の規格値を満たしていて
も、規格値を著しく下回ってい
る点が存在した場合は、監督員
との協議の上で、（再）転圧を
行うものとする。

　(次頁に続く)

・中規模以上の工事とは、管理
図を描いた上での管理が可能な
工事をいい、舗装施工面積が
2,000㎡以上とする。
・小規模以下の工事とは、管理
結果を施工管理に反映できる規
模の工事をいい、同一工種の施
工が数日連続する場合で、舗装
施工面積が2,000㎡未満とする。

必
須

材
料

面積

(㎡) 500 未満 500 以上 
1000 未満 

1000 以上 
2000 未満 

測定

点数 5 10 15 
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種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

11 路床安定
処理工

施
工

必
須

または、
「ＴＳ・ＧＮＳＳ
を用いた盛土の締
固め情報化施工管
理要領」による

施工範囲を小分割した管理ブ
ロックの全てが規定回数だけ締
め固められたことを確認する。
ただし、路肩から１ｍ以内と締
固め機械が近寄れない構造物周
辺は除く。

１．盛土を管理する単位（以下
「管理単位」）に分割して管理
単位毎に管理を行う。
２．管理単位は築堤、路体路床
とも１日の１層当たりの施工面
積は1,500㎡を標準とす2,000㎡
以上の場合、その施工面積を２
管理単位以上に分割するものと
する。
３．１日の施工が複数層に及ぶ
場合でも１管理単位を複数層に
またがらせることはしないもの
とする。
４．土取り場の状況や土質状況
が変わる場合には、新規の管理
単位として取り扱うものとす
る。

　 プルーフローリン
グ

舗装調査・試験法
便覧　[2]-210

路床仕上げ後、全幅,全区間で実
施する。

荷重車については、施工時に用
いた転圧機械と同等以上の締固
効果を持つローラやトラック等
を用いるものとする。

　 そ
の
他

平板載荷試験 JIS A 1215 　 延長40ｍにつき１ヶ所の割で行
う。

セメントコンクリートの路盤に
適用する。

現場CBR試験 JIS A 1222 設計図書による。 各車線ごとに延長40ｍにつき１
回の割で行う。

　 含水比試験 JIS A 1203 500m3につき1回の割合で行う。
ただし、 1,500m3未満の工事は1
工事当たり3回以上。

　 たわみ量 舗装調査・試験法
便覧　[1]-227
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

プルーフローリングでの不良個
所について実施

12 材
料

そ
の
他

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 設計図書による。 当初及び土質の変化したとき。 配合を定めるための試験であ
る。

施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

JIS A 1214
JIS A 1210 A・B
法

設計図書による。 500m3につき１回の割合で行う。
ただし、1,500m3未満の工事は1
工事当たり3回以上。１回の試験
につき３孔で測定し、３孔の最
低値で判定を行う。

　 　 または、
RI計器を用いた盛
土の締固め管理要
領（案）

設計図書による。 盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
1日の1層あたりの施工面積を基
準とする。管理単位の面積は
1,500㎡を標準とし、1日の施工
面積が2,000㎡以上の場合、その
施工面積を２管理単位以上に分
割するものとする。1管理単位あ
たりの測定点数の目安を下表に
示す。

・最大粒径＜100㎜の場合に適用
する。
・左記の規格値を満たしていて
も、規格値を著しく下回ってい
る点が存在した場合は、監督員
との協議の上で、（再）転圧を
行うものとする。

または、
「ＴＳ・ＧＮＳＳ
を用いた盛土の締
固め情報化施工管
理要領」による

施工範囲を小分割した管理ブ
ロックの全てが規定回数だけ締
め固められたことを確認する。
ただし、路肩から１ｍ以内と締
固め機械が近寄れない構造物周
辺は除く。

１．盛土を管理する単位（以下
「管理単位」）に分割して管理
単位毎に管理を行う。
２．管理単位は築堤、路体路床
とも１日の１層当たりの施工面
積は1,500㎡を標準とする。ま
た、１日の施工面積が2,000㎡以
上の場合、その施工面積を２管
理単位以上に分割するものとす
る。
３．１日の施工が複数層に及ぶ
場合でも１管理単位を複数層に
またがらせることはしないもの
とする。
４．土取り場の状況や土質状況
が変わる場合には、新規の管理
単位として取り扱うものとす
る。

プルーフローリン
グ

舗装調査・試験法
便覧　[4]-210

路床仕上げ後、全幅,全区間で実
施する。

荷重車については、施工時に用
いた転圧機械と同等以上の締固
効果を持つローラやトラック等
を用いるものとする。

表層安定
処理工
（表層混
合処理）

　(次頁に続く)

面積

(㎡) 500 未満 500 以上 
1000 未満 

1000 以上 
2000 未満 

測定

点数 5 10 15 
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種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

12 施
工

平板載荷試験 JIS A 1215 　 各車線ごとに延長40ｍにつき１
回の割で行う。

現場CBR試験 JIS A1222 設計図書による。 各車線ごとに延長40ｍにつき１
回の割で行う。

　 含水比試験 JIS A 1203 500m3につき1回の割合で行う。
ただし、 1,500m3未満の工事は1
工事当たり3回以上。

　 たわみ量 舗装調査・試験法
便覧　[1]-227
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

プルーフローリングでの不良個
所について実施。

13 固結工 施
工

必
須

改良体全長の連続
性確認

ボーリングコアの
目視確認

改良体の上端から下端までの全
長をボーリングにより採取し、
全長において連続して改良され
ていることを目視確認する。
改良体500本未満は3本、500本以
上は250本増えるごとに1本追加
する。
現場の条件、規模等により上記
によりがたい場合は監督職員の
指示による。

・ボーリング等により供試体を
採取する。
・改良体の強度確認には、改良
体全長の連続性を確認したボー
リングコアを利用してもよい。

土の一軸圧縮試験
(改良体の強度)

JIS A 1216 ①各供試体の試験結果は改良地
盤設計強度の85％以上。
②1回の試験結果は改良地盤設計
強度以上。
なお、1回の試験とは3個の供試
体の試験値の平均値で表したも
の

改良体500本未満は3本、500本以
上は250本増えるごとに1本追加
する。試験は1本の改良体につい
て、上、中、下それぞれ1回、計
3回とする。ただし、1本の改良
体で設計強度を変えている場合
は、各設計強度毎に3回とする。
現場の条件、規模等により上記
によりがたい場合は監督職員の
指示による。

・改良体の強度確認には、改良
体全長の連続性を確認したボー
リングコアを利用してもよい。

14 アンカー
工

必
須

モルタルの圧縮強
度試験

JIS A 1108 設計図書による。 ２回（午前・午後）/日 　

モルタルのフロー
値試験

JIS R 5201 練りまぜ開始前に試験は２回行
い、その平均値をフロー値とす
る。

　 適性試験（多サイ
クル確認試験）

グラウンドアン
カー設計・施工基
準、同解説
（JGS4101-2012）

設計アンカー力に対して十分に
安全であること。

・施工数量の5％かつ3本以上。
・初期荷重は計画最大荷重の約
0.1倍とし、引き抜き試験に準じ
た方法で載荷と除荷を繰り返
す。

ただし、モルタルの必要強度の
確認後に実施すること。

　 確認試験（１サイ
クル確認試験）

グラウンドアン
カー設計・施工基
準、同解説
（JGS4101-2012）

・多サイクル確認試験に用いた
アンカーを除くすべて。
・初期荷重は計画最大荷重の約
0.1倍とし、計画最大荷重まで載
荷した後、初期荷重まで除荷す
る１サイクル方式とする。

ただし、モルタルの必要強度の
確認後に実施すること。

　 そ
の
他

その他の確認試験 グラウンドアン
カー設計・施工基
準、同解説
（JGS4101-2012）

所定の緊張力が導入されている
こと。

・定着時緊張力確認試験
・残存引張力確認試験
・リフトオンテスト
等があり、多サイクル確認試
験、１サイクル確認試験の試験
結果をもとに、監督員と協議し
行う必要性の有無を判断する。

15 補強土壁
工

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化時。 　

　 外観検査（スト
リップ、鋼製壁面
材、コンクリート
製壁面材等）

補強土壁工法各設
計・施工マニュア
ルによる。

同左 同左 　

　 コンクリート製壁
面材のコンクリー
ト強度試験

補強土壁工法各設
計・施工マニュア
ルによる。

　

そ
の
他

土の粒度試験 補強土壁工法各設
計・施工マニュア
ルによる。

同左 設計図書による。 　

表層安定
処理工
（表層混
合処理）

　(次頁に続く)

必
須

そ
の
他

施
工

材
料

������

�	


�����



種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

15 補強土壁
工

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214

最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法
便覧 [4]-185
突砂法

次の密度への締固めが可能な範
囲の含水比において、最大乾燥
密度の95％以上（締固め試験
（JIS A 1210）A・B法）もしく
は90％以上（締固め試験（JIS
A1210）C・D・E法）
ただし、JIS A 1210 C・D・E法
での管理は、標準の施工仕様よ
りも締固めエネルギーの大きな
転圧方法（例えば、標準よりも
転圧力の大きな機械を使用する
場合や１層あたりの仕上り厚を
薄くする場合）に適用する。
または、設計図書による。

500m3につき１回の割合で行う。
ただし、1,500m3未満の工事は1
工事当たり3回以上。
1回の試験につき3孔で測定し、3
孔の最低値で判定を行う。

・橋台背面アプローチ部におけ
る規格値は、下記の通りとす
る。
（締固め試験（JIS A 1210）C・
D・E法）
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以
上
【インテグラルアバット構造の
橋台背面】
平均97％以上、かつ最小95％以
上

　 　 または、
RI計器を用いた盛
土の締固め管理要
領（案）

次の密度への締固めが可能な範
囲の含水比において、1管理単位
の現場乾燥密度の平均値が最大
乾燥度密度の97％以上（締固め
試験（JIS A 1210）A・B法）も
しくは92％以上（締固め試験
（JIS A 1210）C・D・E法）。
ただし、JIS A 1210 C・D・E法
での管理は、標準の施工仕様よ
りも締固めエネルギーの大きな
転圧方法（例えば、標準よりも
転圧力の大きな機械を使用する
場合や１層あたりの仕上り厚を
薄くする場合）に適用する。
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
路体、路床とも、1日の1層あた
りの施工面積を基準とする。管
理単位の面積は1,500㎡を標準と
し、1日の施工面積が2,000㎡以
上の場合、その施工面積を２管
理単位以上に分割するものとす
る。1管理単位あたりの測定点数
の目安を下表に示す。

・最大粒径＜100㎜の場合に適用
する。
・左記の規格値を満たしていて
も、規格値を著しく下回ってい
る点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行
うものとする。
・橋台背面アプローチ部におけ
る規格値は、下記の通りとす
る。
（締固め試験（JIS A 1210）C・
D・E法）
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以
上
【インテグラルアバット構造の
橋台背面】
平均97％以上、かつ最小95％以
上

または、
「ＴＳ・ＧＮＳＳ
を用いた盛土の締
固め情報化施工管
理要領」による

施工範囲を小分割した管理ブ
ロックの全てが規定回数だけ締
め固められたことを確認する。
ただし、路肩から１ｍ以内と締
固め機械が近寄れない構造物周
辺は除く。

１．盛土を管理する単位（以下
「管理単位」）に分割して管理
単位毎に管理を行う。
２．管理単位は築堤、路体路床
とも１日の１層当たりの施工面
積は1,500㎡を標準とする。ま
た、１日の施工面積が2,000㎡以
上の場合、その施工面積を２管
理単位以上に分割するものとす
る。
３．１日の施工が複数層に及ぶ
場合でも１管理単位を複数層に
またがらせることはしないもの
とする。
４．土取り場の状況や土質状況
が変わる場合には、新規の管理
単位として取り扱うものとす
る。

16 吹付工 材
料

必
須

アルカリ骨材反応
対策

生コンクリートの
取り扱いマニュア
ル

生コンクリートの取り扱いマ
ニュアル（平成28年7月 三重
県）による。

骨材試験を行う場合は、工事開
始前、工事中１回/６ヶ月以上及
び産地が変わった場合。

　 骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上
及び産地が変わった場合。

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨
材、フェロニッケルスラグ細骨
材、銅スラグ細骨材の規格値に
ついては摘要を参照）

JIS A 5005（コンクリート用砕
砂及び砕石）
JIS A 5011-1（コンクリート用
スラグ骨材－第１部：高炉スラ
グ）
JIS A 5011-2（コンクリート用
スラグ骨材－第２部：フェロ
ニッケルスラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用
スラグ骨材－第３部：銅スラグ
骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用
スラグ骨材－第４部：電気炉酸
化スラグ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再
生骨材Ｈ）

　(次頁に続く)

そ

の

他
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施
工

必
須

面積

(㎡) 500 未満 500 以上 
1000 未満 

1000 以上 
2000 未満 

測定

点数 5 10 15 
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種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

18 河川・海
岸土工等

施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

または、
RI計器を用いた盛
土の締固め管理要
領（案）

1管理単位の現場乾燥密度の平均
値が最大乾燥度密度の92％以
上。ただし、上記により難い場
合は、飽和度または空気間隙率
の規定によることができる。
【砂質土（25％≦75μmふるい通
過分＜50％）】
空気間隙率VaがVa≦15％
【粘性土（50％≦75μmふるい通
過分）】
飽和度Srが85％≦Sr≦95％また
は空気間隙率Vaが2％≦Va≦10％
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
築堤は、1日の1層あたりの施工
面積を基準とする。管理単位の
面積は1,500㎡を標準とし、1日
の施工面積が2,000㎡以上の場
合、その施工面積を2管理単位以
上に分割するものとする。1管理
単位あたりの測定点数の目安を
下表に示す。

・最大粒径＜100㎜の場合に適用
する。
・左記の規格値を満たしていて
も、規格値を著しく下回ってい
る点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行
うものとする。

または、
「ＴＳ・ＧＮＳＳ
を用いた盛土の締
固め情報化施工管
理要領」による

施工範囲を小分割した管理ブ
ロックの全てが規定回数だけ締
め固められたことを確認する。

１．盛土を管理する単位（以下
「管理単位」）に分割して管理
単位毎に管理を行う。
２．１日の施工が複数層に及ぶ
場合でも１管理単位を複数層に
またがらせることはしないもの
とする。
３．土取り場の状況や土質状況
が変わる場合には、新規の管理
単位として取り扱うものとす
る。

　 土の含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 含水比の変化が認められたと
き。

　 コーン指数の測定 舗装調査・試験法
便覧　[1]-216

トラフィカビリティが悪いと
き。

19 砂防土工 材
料

必
須

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化時。 監督員との協議の上で、（再）
転圧を行うものとする。

　 施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214

最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法
便覧 [4]-185
突砂法

最大乾燥密度の85%以上。又は設
計図書に示された値。

築堤は、1,000m3に１回の割合で
実施する。

1回の試験につき3孔で測定し、3
孔の平均値で判定を行う。

・左記の規格値を満たしていて
も、規格値を著しく下回ってい
る点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行
うものとする。

または、
RI計器を用いた盛
土の締固め管理要
領（案）による

1管理単位の現場乾燥密度の平均
値が最大乾燥度密度の90%以上。
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
築堤は、1日の1層あたりの施工
面積を基準とする。管理単位の
面積は1,500㎡を標準とし、1日
の施工面積が2,000㎡以上の場
合、その施工面積を2管理単位以
上に分割するものとする。1管理
単位あたりの測定点数の目安を
下表に示す。

・最大粒径＜100㎜の場合に適用
する。
・左記の規格値を満たしていて
も、規格値を著しく下回ってい
る点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行
うものとする。

または、
「ＴＳ・ＧＮＳＳ
を用いた盛土の締
固め情報化施工管
理要領」による

施工範囲を小分割した管理ブ
ロックの全てが規定回数だけ締
め固められたことを確認する。

１．盛土を管理する単位（以下
「管理単位」）に分割して管理
単位毎に管理を行う。
２．１日の施工が複数層に及ぶ
場合でも１管理単位を複数層に
またがらせることはしないもの
とする。
３．土取り場の状況や土質状況
が変わる場合には、新規の管理
単位として取り扱うものとす
る。

20 道路土工
（道路、
農道、林
道等）

材
料

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化した時（材
料が岩砕の場合は除く）。
ただし、法面、路肩部の土量は
除く。

CBR試験
（路床）

JIS A 1211 当初及び土質の変化した時。
（材料が岩砕の場合は除く）

　

そ
の
他

必
須

　(次頁に続く)

面積 
(㎡) 500 未満 500 以上 

1000 未満 
1000 以上 
2000 未満 

測定 
点数 5 10 15 

面積 
(㎡) 500 未満 500 以上 

1000 未満 
1000 以上 
2000 未満 

測定 
点数 5 10 15 

������
��	

�����



種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

20 材
料

そ
の
他

土の粒度試験 JIS A 1204 設計図書による。 当初及び土質の変化した時。 　

土粒子の密度試験 JIS A 1202 　

　 土の含水比試験 JIS A 1203 　

　 土の液性限界・塑
性限界試験

JIS A 1205 　

　 土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 　

　 土の三軸圧縮試験 地盤材料試験の方
法と解説

　

　 土の圧密試験 JIS A 1217 　

　 土のせん断試験 地盤材料試験の方
法と解説

　

　 土の透水試験 JIS A 1218 　

施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施する。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214

最大粒径＞53㎜：
　舗装調査・試験
法便覧　[4]-185
突砂法

路体の場合、1,000m3につき１回
の割合で行う。ただし、5,000m3
未満の工事は、1工事当たり3回
以上。
路床及び構造物取付け部の場
合、500m3につき1回の割合で行
う。ただし、1,500m3未満の工事
は1工事当たり3回以上。
1回の試験につき3孔で測定し、3
孔の最低値で判定を行う。

【粘性土】
・路体：自然含水比またはトラ
フィカビリティーが確保できる
含水比において、空気間隙率Va
が2％≦Va≦10％または飽和度Sr
が85％≦Sr≦95％。
・路床及び構造物取付け部：ト
ラフィカビリティーが確保でき
る含水比において、空気間隙率
Vaが2％≦Va≦8％
ただし、締固め管理が可能な場
合は、砂質土の基準を適用する
ことができる。
その他、設計図書による。

または、
RI計器を用いた盛
土の締固め管理要
領（案）

【砂質土】
・路体：次の密度への締固めが
可能な範囲の含水比において、1
管理単位の現場乾燥密度の平均
値が最大乾燥度密度の92％以上
（締固め試験（JIS A 1210）A・
B法）。
・路床及び構造物取付け部：次
の密度への締固めが可能な範囲
の含水比において、1管理単位の
現場乾燥密度の平均値が最大乾
燥度密度の97％以上（締固め試
験（JIS A 1210）A・B法）もし
くは92％以上（締固め試験（JIS
A 1210）C・D・E法）。

盛土を管理する単位(以下｢管理
単位｣)に分割して管理単位ごと
に管理を行うものとする。
路体・路床とも、１日の１層あ
たりの施工面積を基準とする。
管理単位の面積は1,500㎡を標準
とし、１日の施工面積が2,000㎡
以上の場合、その施工面積を２
管理単位以上に分割するものと
する。１管理単位あたりの測定
点数の目安を下表に示す。

・最大粒径＜100㎜の場合に適用
する。
・左記の規格値を満たしていて
も、規格値を著しく下回ってい
る点が存在した場合は、監督員
と協議の上で、（再）転圧を行
うものとする。

ただし、JIS A 1210 C・D・E法
での管理は、標準の施工仕様よ
りも締固めエネルギーの大きな
転圧方法（例えば、標準よりも
転圧力の大きな機械を使用する
場合や１層あたりの仕上り厚を
薄くする場合）に適用する。
【粘性土】
・路体、路床及び構造物取付
け：自然含水比またはトラフィ
カビリティーが確保できる含水
比において、1管理単位の現場空
気間隙率の平均値が8％以下。た
だし、締固め管理が可能な場合
は、砂質土の基準を適用するこ
とができる。
または、設計図書による。

【砂質土】
・路体：次の密度への締固めが
可能な範囲の含水比において、
最大乾燥密度の90％以上（締固
め試験（JIS A 1210）A・B
法）。
・路床及び構造物取付け部：次
の密度への締固めが可能な範囲
の含水比において、最大乾燥密
度の95％以上（締固め試験（JIS
A 1210）A・B法）もしくは90％
以上（締固め試験（JIS A
1210）C・D・E法）ただし、JIS
A 1210 C・D・E法での管理は、
標準の施工仕様よりも締固めエ
ネルギーの大きな転圧方法（例
えば、標準よりも転圧力の大き
な機械を使用する場合や１層あ
たりの仕上り厚を薄くする場
合）に適用する。

道路土工
（道路、
農道、林
道等）

　(次頁に続く)

面積 
(㎡) 500 未満 500 以上 

1000 未満 
1000 以上 
2000 未満 

測定 
点数 5 10 15 
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種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

25 吹付けコ
ンクリー
ト(NATM)

施
工

コンクリートの圧
縮強度試験

JIS A 1108
土木学会規準JSCE
F561-2013

１回の試験結果は指定した呼び
強度の85％以上であること。
３回の試験結果の平均値は、指
定した呼び強度以上であるこ
と。
（1回の試験結果は、3個の供試
体の試験値の平均値）

トンネル施工長40ｍ毎に１回
材齢７日、28日（２×３=６供試
体）なお、テストピースは現場
に配置された型枠に工事で使用
するのと同じコンクリートを吹
付け、現場で７日間及び28日間
放置後、φ５㎝のコアーを切り
取りキャッピングを行う。１回
に６本（σ7…３本、σ28…３
本、）とする。

・骨材に海砂を使用する場合
は、「海砂の塩化物イオン含有
率試験方法」（JSCE-C502,503）
または設計図書の規定により行
う。

吹付けコンクリー
トの初期強度(引
抜きせん断強度）

（JSCE-F561-
2013)
引抜き方法による
吹付けコンクリー
トの初期強度試験
方法
（JSCE-G561-
2010)

1日強度で5N/mm2以上 トンネル施工長40mごとに1回

　 スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容
差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容
差±2.5㎝

　 空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差）

　 コアによる強度試
験

JIS A 1107 設計図書による。 品質に異常が認められた場合に
行う。

　

26 ロックボ
ルト
(NATM)

材
料

そ
の
他

外観検査（ロック
ボルト）

・目視
・寸法計測

設計図書による。 材質は製造会社の試験による。 　

　 モルタルの圧縮強
度試験

JIS A 1108 設計図書による。 １)施工開始前に１回
２)施工中は、トンネル施工延長
50mごとに１回
３)製造工場または品質の変更が
あるごとに１回

　

　 モルタルのフロー
値試験

JIS R 5201 １)施工開始前に１回
２)施工中または必要の都度
３)製造工場または品質の変更が
あるごとに１回

　

　 ロックボルトの引
抜き試験

参考資料「ロック
ボルトの引抜試
験」による

掘削の初期段階は20ｍごとに、
その後は50ｍごとに実施、１断
面当たり３本均等に行う（ただ
し、坑口部では両側壁各１
本）。

　

27 路上再生
路盤工

修正CBR試験 舗装調査・試験法
便覧 [4]-5

修正CBR20%以上 ・中規模以上の工事：
　　施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：
　　施工前

・中規模以上の工事とは、管理
図を描いた上での管理が可能な
工事をいい、舗装施工面積が
2,000㎡以上とする。
・小規模以下の工事とは、管理
結果を施工管理に反映できる規
模の工事をいい、同一工種の施
工が数日連続する場合で、舗装
施工面積が2,000㎡未満とする。

　 土の粒度試験 JIS A 1204 舗装再生便覧参照
資表-4.7　路上再生路盤骨材の
望ましい粒度範囲による。

当初及び材料の変化時 　

　 土の含水比試験 JIS A 1203 設計図書による。 　

　 土の液性限界・塑
性限界試験

JIS A 1205 塑性指数PI：9以下 　

　 セメントの物理試
験

JIS R 5201 工事開始前、工事中１回/月以上 　

　 ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 　

施
工

必
須

現場密度の測定 舗装調査・試験法
便覧   [4]-191

砂置換法（JIS A
1214）

砂置換法は、最大
粒径が53mm以下の
場合のみ適用でき
る。

基準密度の93%以上。
X10 95％以上
X6 95.5％以上
X3 96.5％以上

・締固め度は、個々の測定値が
基準密度の93％以上を満足する
ものとし、かつ平均値について
以下を満足するものとする。
・締固め度は、10個の測定値の
平均値X10が規格値を満足するも
のとする。また、 10個の測定値
が得がたい場合は3個の測定値の
平均値X3が規格値を満足するも
のとするが、X3が規格値をはず
れた場合は、さらに3個のデータ
を加えた平均値X6が規格値を満
足していればよい。
・2,000㎡までは３個とし、
2,000㎡を超える場合は、1,000
㎡につき１個とする。

※測定１箇所＝１個とする。

例）300㎡の場合　⇒３個
　2,400㎡の場合
　　　＝３＋（400÷1,000）
　　　＝３．４　 ⇒４個
　　（小数点以下切り上げ）

・荷卸し時
１回/日または構造物の重要度と
工事の規模に応じて20～150m3ご
とに１回、及び荷卸し時に品質
変化が認められた時。

JIS R 5210
（ポルトランドセメント）
JIS R 5211
（高炉セメント）
JIS R 5212
（シリカセメント）
JIS R 5213
（フライアッシュセメント）
JIS R 5214
（エコセメント）

そ
の
他

施
工

必
須

　(次頁に続く)

そ
の
他

必
須

材
料

必
須
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種
別

試
験
区
分

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要工　　種

29 排水性舗
装工・透
水性舗装
工

材
料

そ
の
他

フィラーの塑性指
数試験

JIS A 1205 ４以下 ・中規模以上の工事：
　　施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：
　　施工前

フィラーのフロー
試験

舗装調査・試験法
便覧　[2]-65

50%以下

　 製鋼スラグの水浸
膨張性試験

舗装調査・試験法
便覧　[2]-77

水浸膨張比：2.0%以下

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 砕石・玉砕、製鋼スラグ
（SS）：30%以下

　 硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122 損失量：12%以下

　 針入度試験 JIS K 2207 40(1/10㎜）以上

　 軟化点試験 JIS K 2207 80.0℃以上

　 伸度試験 JIS K 2207 50cm以上（15℃）

　 引火点試験 JIS K 2265-1
JIS K 2265-2
JIS K 2265-3
JIS K 2265-4

260℃以上

　 薄膜加熱質量変化
率

JIS K 2207 0.6%以下

　 薄膜加熱針入度残
留率

JIS K 2207 65%以上

　 タフネス・テナシ
ティ試験

舗装調査・試験法
便覧　[2]-244

タフネス：20N･ｍ

　 密度試験 JIS K 2207 　

　 プ
ラ
ン
ト

必
須

粒度（2.36㎜フル
イ）

舗装調査・試験法
便覧　[2]-14

2.36㎜ふるい：±12%以内基準粒
度

　 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧　[2]-14

75μmふるい：±5%以内基準粒度

アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法
便覧　[4]-238

アスファルト量：±0.9%以内

　 温度測定（アス
ファルト・骨材・
混合物）

JIS Z 8710
温度計による

配合設計で決定した混合温度。 随時

　 水浸ホイールト
ラッキング試験

舗装調査・試験法
便覧　[3]-57

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の耐剥離性
の確認

　 ホイールトラッキ
ング試験

舗装調査・試験法
便覧　[3]-39

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の耐流動性
の確認

　 ラベリング試験 舗装調査・試験法
便覧　[3]-17

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の耐磨耗性
の確認

カンタブロ試験 舗装調査・試験法
便覧  [3]-111

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の骨材飛散
抵抗性の確認

　(次頁に続く)

・中規模以上の工事とは、管理
図を描いた上での管理が可能な
工事をいい、舗装施工面積が
2,000㎡以上とする。
・小規模以下の工事とは、管理
結果を施工管理に反映できる規
模の工事をいい、同一工種の施
工が数日連続する場合で、舗装
施工面積が2,000㎡未満とする。

・中規模以上の工事：
　　定期的又は随時。
・小規模以下の工事：
　　異常が認められたとき。
印字記録の場合：
　全数又は
　抽出・ふるい分け試験
　 １～２回/日

・中規模以上の工事とは、管理
図を描いた上での管理が可能な
工事をいい、舗装施工面積が
2,000㎡以上とする。
・小規模以下の工事とは、管理
結果を施工管理に反映できる規
模の工事をいい、同一工種の施
工が数日連続する場合で、舗装
施工面積が2,000㎡未満とする。

そ
の
他
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
番号 工種

写　真　管　理　項　目
摘　要

塩化物総量規制

コンクリートの圧縮強度試験 圧縮強度試験に
使用したコンク
リートの供試体
が、当該現場の
供試体であるこ
とが確認できる
もの。

スランプ試験

空気量測定

吹付けコンクリートの初期強度 トンネル施工長40mごとに1回

モルタルの圧縮強度試験

モルタルのフロー値試験

ロックボルトの引抜き試験 適宜

修正CBR試験

土の粒度試験

土の含水比試験

土の液性限界・塑性限界試験

現場密度の測定

土の一軸圧縮試験

CAEの一軸圧縮試験

含水比試験

現場密度の測定

温度測定

かきほぐし深さ

粒度

粒度

温度測定

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ試験

ｶﾝﾀﾌﾞﾛ試験

温度測定

現場透水試験

現場密度の測定

外観検査

現場密度の測定

粒土

アスファルト量抽出粒度分析試
験プルーフリーリング

温度測定

含水比試験

不要

配合毎に１回
[試験実施中]

品質に変化が認められた場合
[試験実施中]

26 ロックボルト
(NATM)

25 吹付けコンクリート
(NATM)

不要

配合毎に１回
[試験実施中]

コアによる強度試験 品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

不要

27 路上再生路盤工
(材料)

旧アスファルトの軟化点

材料毎に１回
[試験実施中]

旧アスファルト針入度28

路上表層再生工
(施工)

材料毎に１回
[試験実施中]

30

アスファルト量抽出粒度分析試
験

路上再生路盤工
(施工)

材料毎に１回
[試験実施中]

路上表層再生工
(材料)

材料毎に１回
[試験実施中]

不要

排水性舗装工・透水性
舗装工
(舗設現場)

アスファルト量抽出粒度分析試
験

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

29 排水性舗装工・透水性
舗装工
(プラント)

簡易舗装工 合材の種類毎に１回
[試験実施中]

不要

不要
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撮影項目 撮影頻度［時期］ 提出頻度
編 章 節 条・工種

写真管理項目
摘要

1 共通 3 一般施工 4 基礎工 5 場所打杭工 根入長 １施工箇所に１回 代表箇所
〔施工中〕 各１枚

偏心量 １施工箇所に１回
〔打込後〕

数量、杭径 全数量
〔杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後〕

杭頭処理状況 １施工箇所に１回
〔処理前、中、後〕

鉄筋組立状況 １施工箇所に１回
〔組立後〕

6 深礎工 根入長 全数量 代表箇所
〔掘削後〕 各１枚
全数量
〔施工後〕

ライナープレート １施工箇所に１回
設置状況 〔掘削後〕
土質 土質の変わる毎に１回

〔掘削中〕
鉄筋組立状況 全数量

〔組立後〕
7 オープンケーソン基礎工 沓 １基に１回 全枚数

〔据付後〕
ケーソンの長さ １ロットに１回
ケーソンの幅 〔設置後及び型枠取外し後〕
ケーソンの高さ
ケーソンの壁厚
偏心量
鉄筋組立状況
載荷状況 １基に１回

〔載荷時〕
封鎖コンクリート １基に１回
打設状況 〔施工時〕
中埋状況

8 ニューマチックケーソン 沓 １基に１回 全枚数
基礎工 〔据付後〕

ケーソンの長さ １ロットに１回
ケーソンの幅 〔設置後及び型枠取外し後〕
ケーソンの高さ
ケーソンの壁厚
偏心量
鉄筋組立状況
載荷状況 １基に１回

〔載荷時〕
封鎖コンクリート １基に１回
打設状況 〔施工時〕
中埋状況

9 鋼管矢板基礎工 沓 １基に１回 全枚数
〔据付後〕

根入長 １基に１回
偏心量 〔設置後〕
鉄筋組立状況
載荷状況 １基に１回

〔載荷時〕
封鎖コンクリート １基に１回
打設状況 〔施工時〕
中埋状況

5 石・ 3 コンクリートブロック工 厚さ(裏込) 120m又は1施工箇所に１回 代表箇所
ブロック （コンクリートブロック積み） 〔施工中〕 各１枚
積（張）工 （コンクリートブロック張り） 法長 200m又は1施工箇所に１回

厚さ 〔施工後〕
(ブロック積張)

コンクリートブロック工 法長 200m又は１施工箇所に１回 代表箇所
（連接ブロック張り） 〔施工後〕 各１枚

ただし、根入部は40mに１回
コンクリートブロック工 幅 200m又は１施工箇所に１回 代表箇所
（天端保護ブロック） 〔施工後〕 各１枚

4 緑化ブロック工 厚さ(裏込) 120m又は１施工箇所に１回 代表箇所
〔施工中〕 各１枚

法長 200m又は１施工箇所に１回
厚さ(ブロック) 〔施工後〕

ただし、根入部は40mに１回
5 石積（張）工 厚さ(裏込) 120m又は１施工箇所に１回 代表箇所

〔施工中〕 各１枚
法長 200m又は１施工箇所に１回
厚さ(石積・張) 〔施工後〕

ただし、根入部は40mに１回

偏心量、数量、
基礎径
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撮影項目 撮影頻度［時期］ 提出頻度
編 章 節 条・工種

写真管理項目
摘要

アスファルト舗装 打換パッチング 施工日に１回　〔施工前後〕 不要 その他
コンクリート舗装 目地掃除 3,000㎡に１回　〔施工前後〕 その他

目地充填 3,000㎡に１回　〔施工後〕 その他

注入工、削孔状況
（位置、間隔）

2,000㎡に１回　〔削孔後〕 その他

注入工、注入圧 2,000㎡に１回　〔注入時〕 その他

目地亀裂防止材、張
付け状況

3,000㎡に１回　〔張付け後〕 その他

局部打換、各層厚さ
各層毎100ｍに１回又は１施工箇所に
１回　〔施工前後〕

その他

路肩、路側路盤工 厚さ
100ｍに１回又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

代表箇所
　　各１枚

その他

道路除草 出来ばえ
２㎞に１回（１回刈毎）　〔施工前後〕
起終点・中間点の３ヶ所

適宜 その他

路肩整正 出来ばえ １㎞に１回 適宜 その他

新設、更新、修理防護柵類 出来ばえ
１施工箇所に１回（施工前は必要に応
じて）　〔施工前後〕

適宜 その他

新設、更新、修理標識類
基礎幅、深さ、
出来ばえ

基礎タイプ毎５カ所に１回（施工前は
必要に応じて）〔施工前後〕

適宜 その他

新設、更新、修理照明灯
基礎幅、深さ、
出来ばえ

基礎タイプ毎５カ所に１回（施工前は
必要に応じて）〔施工前後〕

適宜 その他

視線誘導標 出来ばえ 施工日に１回　〔施工後〕 適宜 その他

清掃（路面、標識、側溝、集水
桝）

出来ばえ 施工日に１回　〔施工前後〕 適宜 その他

区画線路面表示 出来ばえ 施工日に１回　〔施工前後〕 適宜 その他
材料使用量 全数量　〔施工前後〕 適宜 その他

街路樹植樹 出来ばえ 適宜　　〔施工前後〕 適宜 その他
街路樹補強補植 出来ばえ 適宜　　〔施工前後〕 適宜 その他

街路樹剪力 出来ばえ
街路樹50本に１回、グリーンベルト100
ｍに１回　　〔施工前後〕

適宜 その他

街路樹消毒、施肥 出来ばえ
街路樹50本に１回、グリーンベルト100
ｍに１回　　〔施工中〕

適宜 その他

街路樹雪囲 出来ばえ 適宜　〔施工後〕 適宜 その他
排雪除雪 施工状況、機種 施工中に１回　施工中 適宜 その他
凍結防止剤散布 出来ばえ 施工中に１回　施工中 適宜 その他

材料使用量 全数量　〔施工前後〕 適宜 その他
応急処置 処理の状況 その都度〔施工前後〕 適宜 その他
河川除草 出来ばえ １㎞に１回（１回刈毎）　〔施工前後〕 適宜 その他

配筋
位置、間隔、継手寸
法

打設ロット毎に１回又は１施工箇所に１
回〔組立後〕

適宜 その他

コンクリート打設
打継目処理、締固施
工状況

工種種別毎に１回〔施工時〕 その他

養生 養生状況
工種種別毎に１回、養生方法毎に１回
〔養生時〕

その他

その他 維持修繕
工関係

不要

鉄筋・無筋
コンクリート
関係

１施工ブ
ロック各１

枚
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